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早川

il 言問 " 

"説"

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
教
育
の
自
由
法
理
の
形
成
二

「
帝
国
大
学
」

に
よ
る
教
育
の
同
家
独
占
体
制
の
成
立

中

村

陸

男

同フランスにおける教育の自由法理の形成

日

次

は
じ
め
に

序
章
フ
ラ
ン
ス
公
法
学
説
に
よ
る
教
育
の
自
由
の
把
握

第
一
節
第
三
共
和
政
下
の
学
説

第
二
節
第
二
次
大
戦
後
の
学
説

第
一
章
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
お
け
る
教
育
の
自
由

第
一
節
憲
法
制
定
議
会
お
よ
び
立
法
議
会
に
お
け
る
教
育
の
自
由
(
一
七
八
九
年
七
月

l
一
七
九
二
年
九
月
〉

第
二
節
ジ
ロ
ン
ド
期
お
よ
び
モ
ン
タ
l
ニ
ユ
期
に
お
け
る
教
育
の
自
由
(
一
七
九
二
年
九
月
|
一
七
九
四
年
七
月
〉

第
三
節
テ
ル
ミ
ド
l
ル
国
民
公
会
期
お
よ
び
総
裁
政
府
期
に
お
け
る
教
育
の
自
由
(
一
七
九
四
年
七
月
l
一
七
九
九
年
一
一
月
)

第
四
節
第
一
章
の
ま
と
め
(
以
上
、
本
誌
二
十
三
巻
第
二
号
)
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説

第
二
章
ナ
ポ
レ
オ
ン
「
帝
国
大
学
」
に
よ
る
教
育
の
国
家
独
占
体
制
の
成
立

第
一
節
執
政
政
府
期
に
お
け
る
過
渡
期
的
体
制
(
一
七
九
九
年
一
一
月
l
一八
O
四
年
五
月
〕
司

第
二
節
第
一
帝
政
期
に
お
け
る
「
帝
国
大
学
」
の
創
設
(
一
八
O
四
年
五
月
!
一
八
一
四
年
四
月
)

第
三
節
復
士
口
王
政
期
に
お
け
る
「
帝
国
大
学
」
に
よ
る
教
育
の
国
家
独
占
の
維
持
(
一
八
一
四
年
五
月
l
一
八
三

O
年
七
月
)

第
四
節
第
二
章
の
ま
と
め

(
以
上
、
本
号
)

?A. 
d聞

第
二
章

に
よ
る
教
育
の
国
家
独
占
体
制
の
成
立

ナ
ポ
レ
オ
ン

「
帝
国
大
学
」

第
一
節

執
政
政
府
期
に
お
け
る
過
渡
期
的
体
制
(
一
七
九
九
年
一
一
月
l
一
八

O
四
年
五
月
)

一
七
九
九
年
一
一
月
九
日
(
共
和
八
年
霧
月
一
八
日
)
の
ブ
リ
ュ
メ

l
ル
一
八
日
の
ク
ヮ
・
デ
タ
に
よ
っ
て
総
裁
政
府
が
打
倒
さ
れ

て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
、

シ
ェ
イ
エ
ス
お
よ
び
ロ
ジ
ェ
・
デ
ュ
コ
ス
(
刻
。
ぬ
2
U
5
2〉
の
三
名
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
「
執

政
委
員
会
」

(

(

U

。5
5一回目古口

S
E
E
r
-円
巾
)
が
設
け
ら
れ
た
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
は
、

一
一
月
一
一
日
よ
り
両
院
よ
り
選
出

さ
れ
た
こ
つ
の
委
員
会
お
よ
び
シ
ェ
イ
エ
ス
に
新
し
い
憲
法
の
制
定
を
命
じ
た
。
こ
の
新
憲
法
の
起
算
に
対
し
て
は
、
ド
ヌ
ゥ
、
ボ
ナ
パ

シ
ェ
イ
エ
ス
の
三
名
、
か
主
要
な
影
響
力
を
行
使
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
一
七
九
九
年
一
二
月
一
一
二
日
(
共
和
八
年
霜
月
一
一
一
一
一
日
)

ル
ト
、

の
共
和
八
年
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
共
和
八
年
憲
法
と
そ
れ
ま
で
の
諸
憲
法
と
の
大
き
な
違
い
は
、
共
和
八
年
憲
法
が
人

権
宣
言
も
権
利
保
障
の
章
も
有
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
人
権
に
関
す
る
規
定
は
、
わ
ず
か
に
第
七
六
条
で
住
居
の
不
可
侵
に
、
第

七
七
条
で
人
身
の
自
由
に
触
れ
、
第
八
三
条
で
請
願
権
を
規
定
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
教
育
に
つ
い
て
も
、
第
八
八
条
で
「
国
立
ア

ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
は
、
発
見
を
奨
励
し
、
科
学
お
よ
び
芸
術
を
完
成
す
る
任
務
を
有
す
る
」
こ
と
を
規
定
す
る
だ
け
で
あ
る
。

共
和
八
年
憲
法
に
よ
り
、

ボ
ナ
パ
ル
ト
が
第
一
統
領
(
匂
5
5山

市
町

。
。
ロ
田
口
-
)
に
、

カ
ン
バ
セ
レ
ス
(
わ
白

B
E
n
h
E
C
が

第

二

統

領

:j t i'1~?4( 1・7Q)7Q



(ω
四
円
。
口
内
山

(
リ
。
口
出
口
】
〉
に
、

カ
ン
パ

(
戸
与

E
ロ
)
が
第
三
統
領
(
同
，

B
E
P
B巾
(
U
O

ロ印ロ-)

ル
事
フ
一
フ
ン

に
任
命
さ
れ
た
(
第
三
九
条
)
。

セ
レ
ス
は
革
命
の
伝
統
を
代
表
す
る
者
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
彼
は
執
政
政
府
期
お
よ
び
第
一
帝
政
期
全
般
に
わ
た
っ
て
司
法
行
政
の
首

る買長
。こ

と
ど
ま
ペコ

て

コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
す
べ
て
の
立
法
作
業
を
指
導
し
、

い
く
度
か
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
推
進
役
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ

さ
ら
に
、

一
八

O
二
年
八
月
二
日
(
共
和
一

O
年
熱
月
一
四
臼
)
の
元
老
院
令

(ω
舌
2
5
8
5
z
F巾
)

ナ

ポ

レ

オ
ン

に
よ
っ
て
、

ボ
ナ
パ
ル
ト
は
終
身
統
領
に
任
命
さ
れ
た
。
共
和
一

O
年
憲
法
た
る
こ
の
元
老
院
令
は
、
共
和
八
年
憲
法
と
同
様
に
人
権
宣
言
を
有
し
て

い
な
い
。
共
和
二
一
年
憲
法
た
る
一
八

O
四
年
五
月
一
八
日
(
共
和
三
五
t

花
月
二
八
日
〉
の
元
老
院
令
に
よ
っ
て
、

ナ
。
ホ
レ
オ
ン
・
ボ

ナ
パ
ル
ト
は
統
治
権
を
委
任
さ
れ
た
皇
帝

(
何
日
間
】
巾
司
巾

51)

に
な
り
、
こ
こ
か
ら
第
一
帝
政
期
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

(二ヰ

執
政
政
府
の
樹
立
は
初
等
教
育
法
体
制
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
く
、
共
和
八
年
お
よ
び
共
和
九
年
に
お
い
て
は
、
共
和
四
年
の
ド
ヌ

(
4〉

ゥ
法
の
適
用
に
よ
っ
て
司
祭
館
に
置
か
れ
た
公
立
学
校
が
開
設
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
立
法
が
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
学
校
に
対
す
る
政
治
権
力
の
姿
勢
が
変
更
し
た
。
総
裁
政
府
末
期
に
示
さ
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
す
る
激
し
い
敵
意
は
、
執
政
政
府

フランスにおける教育の自由法理の形成

と
教
会
と
の
接
近
が
明
確
に
な
っ
て
く
る
に
し
た
が
っ
て
、

ま
ず
、

カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
す
る
中
立
に
な
り
、

つ
ぎ
に
は
好
意
へ
と
変
っ
て

い
く
の
で
あ
る
。
公
立
学
校
教
員
の
共
和
主
義
へ
の
宣
誓
は
廃
止
さ
れ
て
、
単
純
な
憲
法
へ
の
忠
誠
宣
言
へ
と
代
っ
た
。
公
立
学
校
教
員

の
大
部
分
は
、
親
の
要
望
に
譲
歩
し
て
、
祈
轄
と
教
理
問
答
を
授
業
に
導
入
し
、
日
曜
日
を
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
立
学
校
と
私

立
学
校
の
差
異
は
し
だ
い
に
消
滅
の
方
向
へ
向
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
私
立
学
校
に
対
す
る
国
家
の
不
信
も
し
だ
い
に
な
く
な
っ
て
き

ロ
!
?
教
皇
ピ
オ
七
世
は
一
八

O
O年
五
月
一
五
日
の
回
勅
の
中
で
、
学
校
問
題
に
つ
い
て
の
信
徒
の
注
意
を
喚
起
し
て
、
宗
教
に

敵
対
す
る
教
員
に
反
対
の
立
場
を
明
確
に
し
た
。

た。
こ
の
よ
う
な
一
般
的
状
況
の
下
に
あ
っ
て
、
学
校
教
育
立
法
の
改
正
が
必
要
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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シ
ャ
プ
タ
ル
の
公
教
育
に
関
す
る
報
告
お
よ
び
法
案
は
、

育
方
法
の
自
由
を
承
認
し
て
い
る
o

私
立
学
校
開
設
の
自
由
お
よ
び
公
立
学
校
教
師
の
教

教
育
の
自
由
に
関
し
て
、

教
育
方
法
の
自
由
に
つ
い
て
は

「
教
育
方
法
に
お
け
る
自
由
は
、
教
育
の
自
由
自
体
に
と
っ
て
同

様
に
有
用
で
あ
る
。
教
育
を
一
般
的
方
法
に
限
定
し
、
権
力
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
路
線
の
中
に
教
育
を
閉
じ
込
め
る
こ
と
は
、
教
育
の
最

も
高
尚
な
性
格
た
る
独
立
性
を
抹
消
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

公
教
育
の
組
織
は
、
六
歳
か
ら
一
二
歳
ま
で
の
子
供
の
た
め
の
「
市
町
村
立
小
学
校
」

(
h
n
o
-
2
5
5己円一宮
-2)
、
そ
れ
ま
で
の

「
中
央
学
校
」

(
h
n
o
-
2
2
2
2
Fる
に
代
る
「
市
町
村
立
中
学
校
」

(
m
g
-
2
3
5
5
z
E
F品
、
科
学
お
よ
び
芸
術
の
専
門
教
育
を

行
な
う
「
専
門
学
校
」

(
h
g
-
2
4
h
n
S
F
C
に
分
か
れ
、

「
国
立
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
」
(
F
2
X
E
Z
2
F
O
E
-
)

さ
ら
に
そ
の
頂
点
に
は
、

同

が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
o

大
革
命
の
相
続
人
と
し
て
シ
ャ
プ
タ
ル
は
、
学
校
で
の
市
民
教
育
を
維
持
し
、
最
初
の
段
階
の
教
育

(
3
)
 

を
「
す
べ
て
の
者
に
必
要
で
あ
る
L

と
宣
言
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
義
務
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
教
員
は
地
方
公
務
員
で
あ
り
、
学
校

フランスにおける教育の自由法理の形成

の
教
育
は
家
庭
教
育
の
補
完
物
で
あ
り
、
教
員
は
家
庭
の
信
任
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

シ
ャ
。
ブ
タ
ル
は
中
央
政
府
の
介
入

を
制
限
し
、
地
方
自
治
体
当
局
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
親
の
権
限
を
尊
重
し
て
い
る
。
教
員
の
選
任
は
、
市
町
村
評
議
会
に
同
数
の
家
父

が
加
わ
っ
て
、
市
町
村
評
議
会
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
教
育
の
自
由
に
重
要
な
位
置
を
与
え
て
い
る
シ
ャ
プ
タ
ル
突
に
対
す
る
位
論
の
反
応
は
、
ゴ
ン
タ
ー
ル
の
指
摘
に
よ

(
4
v
 

る
と
、
「
一
般
的
に
は
、
世
論
に
よ
っ
て
十
分
歓
迎
さ
れ
た
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
、
が
ら
、
教
育
の
自
由
主
義
的
な
考
え
方
が
恐
ら
く

(
5
v
 

ボ
ナ
パ
ル
ト
の
賛
成
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
シ
ャ
プ
タ
ル
案
は
退
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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¥eノ

シ
ャ
プ
タ
ル
案
に
つ
い
て
は
、
宮
・
の
S
E三唱
Q
同

Y

2円

J

℃
一
句

2
2
Z
-
一
一
戸
の
ユ
E
E
L
-
C℃・

2

7
丹
・
国
・
日
こ
ム
∞
え

2
2・u

明
旬
。
己
主
-

C
H
y
n
F
-け
よ
℃

-uω
角
川
仲
間
戸
ユ
〈
:

(
2
〉
(
リ
広
品
宮
門
戸
・
の
ユ
ヨ
ω
ロ門--・
0同
y
n
-昨
J

同

-
E
-
古田
u

・5
0
1
5
7



説

(
3〉

ζ

の
D

口
門
戸
時
子
告
-
i
ア
℃
・
一
∞
∞
-

(
4
)
H
Z
L
J

℃一
uu-

た
だ
し
、

F
・
0
2
2
2内
F

G

℃
-
i
ア
同
国
w

古
一
日
は
、

世
論
が
熱
意
を
も
っ
て
歓
迎
し
た
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
。

(
5
)
司
・
旬
。
口

Z
F
f
c℃
-
n
F
f
℃

-um-

「
教
育
の
自
由
に
関
し
て
シ
ャ
プ
タ
ル
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
観
念
を

さβh

d岡

一
八

O
二
年
五
月
一
日
法
(
共
和
一

O
年
花
月
一
一
日
法
)
に
よ
る
公
教
育
の
組
織
化

Gイ)

一
八

O
二
年
法
の
作
成

シ
ャ
プ
タ
ル
案
が
放
棄
さ
れ
て
か
ら

コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
は
公
教
育
の
再
組
織
化
の
た
め
の
大
綱
の
作
成
に
と
り
か
か
り
、

フ
ヮ
ル

ク
ロ
ワ
(
明
。
己

R
3
5
が
準
備
作
業
の
報
告
を
担
当
し
た
。

フ
ヮ
ル
ク
ロ
ワ
は
シ
ャ
プ
タ
ル
と
同
様
に
卓
越
し
た
化
学
者
で
あ
り
、
，
コ
ン

セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
創
立
以
来
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。

一
七
九
一
二
年
に
は
国
民
公
会
の
議
員
と
し
て
、
公
教
育
の
問
題
に
も
発
言
し
て
い

た
。
ル
ベ
ル
チ
エ
案
に
つ
い
て
は
共
通
教
育
に
賛
成
し
、

さ
ら
に
、
ブ
キ
エ
案
の
審
議
に
お
い
て
は
教
育
の
自
由
の
重
要
性
を
強
調
し
て

、
h
-
0

・B
V
手
トフ

ヮ
ル
ク
ロ
ワ
は
一
八

O
一
年
七
月
八
日
(
共
和
九
年
収
穫
月
一
九
日
)
に
、

コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
に
そ
の
報
告
の
基
調
を
付
託
し

た。

一
八

O
一
年
一

O
月
一
六
日
か
ら
一
八

O
二
年
三
月
一
五
日
ま
で
、

コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
内
務
部
(
田
市
n
c
cロ
骨
三
口
昨
今
回

2
る

が

こ
の
報
告
案
を
綿
密
に
検
討
し
た
。
内
務
大
臣
に
任
命
さ
れ
た
シ
て
フ
タ
ル
お
よ
び
公
教
育
庁
長
官

同

)
C
E
F
S
己
巾
〉
の
レ

1
デ
レ
ハ
閉
山

o
E巾
同
町
る
が
こ
の
案
の
作
成
に
非
常
に
近
く
か
ら
参
与
し
て
い
た
。
ボ
ナ
パ
ル
ト
は
公
教
育
の
樹
立
の
中

〔

2
)

に
権
力
の
源
泉
を
見
い
出
し
、
す
べ
て
の
審
議
に
参
加
し
て
い
く
』
反
か
審
議
に
新
し
い
方
向
づ
け
を
与
え
た
。

(U-円
巾
円
お

ZH1

。-
('lJ 

で][ロ印片岡
J
H
n
氏
。
ロ

/町、/由、

2 1 
、ノ 、ーノ

円、.。ロヨ
ω
C
L
W
C
℃・

2
一-円

四
日
】
め

L
-
-
可
一
-
可
0

・

国

唱

同

】

同

y
一
町
田

l
一
寸

0

・
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制

議
会
へ
の
法
案
の
提
出
お
よ
び
内
容

フ
ヮ
ル
ク
ロ
ワ
は
立
法
院

((U2宮

-hmF凹

-
2広
〉
に
「
公
教
育
の
組
織
に
関
す
る
」

3
5
-、2
m
g
-
l

m
E
Zロ
r
=
E
2
5
2
0ロ
吉
正

5
5
)
法
案
を
提
出
し
、
そ
の
提
案
理
由
合
唱
。
私
仏
2
B
O丘
与
を
読
み
上
げ
た
。

一
八

O
二
年
四
月
二

O
日
に
、

フ
ゥ
ル
ク
ロ
ワ
は
提
案
理
由
の
中
で
、
ま
ず
公
教
育
の
現
状
批
判
と
そ
の
再
組
織
化
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
小
学
校
に
つ
い
て

t土

「
小
学
校
が
殆
ん
ど
完
全
に
無
に
帰
し
て
い
る
こ
と
お
よ
び
大
部
分
の
世
代
が
そ
れ
に
先
行
す
る
世
代
と
そ
れ
に
続
く
世
代
と
連
携

す
る
た
め
に
必
要
な
基
本
的
な
知
識
を
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
事
態
が
も
た
ら
す
べ
き
結
果
を
恐
れ
て
、
政
府
は
、
こ
れ
ら
小
学
校

の
再
組
織
が
最
も
急
を
要
し
て
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
、

〈

2
v

で
あ
る
こ
と
を
考
え
た
」
の
で
あ
る
。
新
し
い
法
案
の
提
案
理
由
は
、

そ
し
て
そ
の
施
行
を
よ
り
長
期
に
延
期
す
る
こ
と
は
不
可
能

「
小
学
校
を
組
織
化
す
る
必
要
性
、
中
央
学
校
の
制
度
に
お
い
て

亡コ

六
年
間
の
経
験
が
示
し
た
欠
陥
を
是
正
す
る
必
要
性
、
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
人
民
の
拡
張
さ
れ
た
領
土
お
よ
び
増
加
し
た
多
数
の
人
口
に
欠

〈

3
)

如
し
て
い
る
専
門
学
校
を
設
立
す
る
必
要
性
」
の
三
つ
に
要
約
さ
れ
て
い
る
o

公
教
育
の
再
組
織
化
構
想
の
基
礎
に
あ
る
考
え
方
は
、
公

フランスにおける教育の自由法理の形成

教
育
が
「
国
の
維
持
お
よ
び
国
の
繁
栄
が
そ
の
上
に
基
礎
を
置
く
知
識
を
国
の
中
に
永
続
さ
せ
る
の
で
、
国
の
経
済
に
お
い
て
非
常
に
重

要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
」
と
い
う
、
教
育
が
国
家
の
繁
栄
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

法
案
は
全
九
章
、

四
四
カ
条
か
ら
成
っ
て
い
る
。
教
育
の
段
階
は
、
市
町
村

(
8
5
5
E
H巾
印
)
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
る
「
小
学
校
」
(
h
i

nc-2
℃
ユ
ヨ
白
同
月
間
)
、
市
町
村
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
る
か
ま
た
は
個
人
の
教
師
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
「
中
学
校
」

(
m
g
F師
団

内

8
ロ仏包

お
よ
び
国
庫
の
支
出
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
「
リ
セ
」

(
-
可
口
弘
巾
る
お
よ
び
「
専
門
学
校
」

(
m
n
o
-
2
4
h
n
s
r乙
で
あ
る
(
法

門

町

田

)

、

案
第
一
章
第
一
条
)
。

小
学
校
は
第
二
章
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

「
一
の
小
学
校
は
、
市
町
村
の
人
口
お
よ
び
地
理
的
位
置
に
し
た
が
っ
て
、
数
カ
市
町
村
に

同
時
に
帰
属
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

(
第
二
条
)
の
で
あ
る
o

教
員
は
「
市
町
村
長
お
よ
び
市
町
村
評
議
会

(
Sロ
田
市
ニ
回
目
己
己
己
宮
戸
同
)

;jl::法24(1・75)75



説

に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
、
そ
の
報
酬
は
「

ω市
町
村
に
よ
っ
て
供
与
さ
れ
る
住
宅
、

ω両
親
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
か
つ
市
町
村
評
議
会
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
る
授
業
料
公
公
ユ
ゲ

E
5
5と
か
ら
成
っ
て
い
る
(
第
三
条
)

0

こ
こ
で
、
小
学
校
が
有
償
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し

王子A-
d問

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小
学
校
の
組
織
化
に
つ
い
て
は
、
「
副
知
事
が
特
別
に
担
当
し
、
月
に
一
度
知
事
に
小
学
校
の
状
態
を
報
告
す
る
」

(
第
五
条
)
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

中
学
校
(
第
三
章
)
は
、

「
ラ
テ
ン
語
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
語
、
地
理
、
歴
史
お
よ
び
数
学
の
基
本
原
則
を
教
え
る
」
学
校
で
、
市
町
村

も
し
く
は
個
人
に
よ
っ
て
開
設
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
(
第
六
条
〉
。
中
学
校
の
設
立
は
政
府
の
許
可
合

E
2
2
2
5る
を
必
要
と
し
、

「
知
事
の
院
督
〈
回
日

Z
E
E門
巾
)
と
特
別
の
視
察
〈
古
田
官
三
宮
口
宮

EE--PR〉
の
下
に
置
か
れ
る
」

(
第
八
条
)

の
で
あ
る
。
中
学

校
に
対
す
る
政
府
の
役
割
は
「
中
学
校
の
設
立
を
奨
励
し
、
建
物
の
譲
渡
、
各
県
の
最
も
優
れ
た
生
徒
に
リ
セ
に
お
け
る
無
償
の
席
の
賦

与
、
お
よ
び
リ
セ
に
最
も
多
く
生
徒
を
入
学
さ
せ
た
学
校
の
教
師
五

O
名
に
与
え
ら
れ
る
特
別
手
当
に
よ
っ
て
、
中
学
校
で
な
さ
れ
る
良

好
な
教
育
に
補
償
を
与
え
る
」

(
第
七
条
)
こ
と
に
限
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ま
で
の
中
央
学
校
に
代
る
の
は
リ
セ

(
第
四
章
)
で
、

リ
セ
は
「
文
学
お
よ
び
科
学
の
教
育
の
た
め
に
設
置
さ
れ
」
、

「
各
控
訴

裁
判
所
の
管
轄
地
区
に
少
な
く
と
も
一
つ
の
リ
セ
が
置
か
れ
る
」

(
第
九
条
)
。

「
各
リ
セ
の
管
理
は
校
長

esi印

2
。

に
委
ね
ら

れ
、
校
長
の
直
属
下
に
勉
学
に
つ
い
て
の
副
校
長
(
口
巾

5
2る
お
よ
び
学
校
事
務
を
司
る
会
計
官
(
胃

2
5
2る

が
置
か
れ
る
」

一一一一条
)

0

こ
れ
ら
の
役
職
は
第
一
統
領
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、
学
校
の
管
理
委
員
会
合
。
ロ

3-
仏、白色

B
2
5
2己
。
与
を
構
成
す
る

(
第
一
四
条
)

0

リ
セ
が
設
置
さ
れ
た
各
都
市
に
リ
セ
の
管
理
事
務
局
守

5
2己
仏
、
包

5
5
5
5
t
oる
が
置
か
れ
、
管
理
事
務
局
は
、

県
知
事
、
控
訴
裁
判
所
長
、
刑
事
裁
判
所
付
政
府
委
員
、
市
長
お
よ
び
校
長
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
(
第
一
五
条
)
。
リ
セ
管
理
事
務

局
は
年
少
な
く
と
も
四
回
聞
か
れ
、
そ
の
任
務
は
、
会
計
検
査
お
よ
び
リ
セ
の
一
般
的
監
督
で
あ
る
(
第
一
六
条
)

0

ま
た
、
第
一
統
領

に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
三
名
の
総
視
学
官
。

E
宮

2
2
2
1ロ
今

2
る
が
、

一
年
に
少
な
く
と
も
一
度
リ
セ
を
訪
問
し
、
経
理
の
最
終

北法24(1・76)76
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的
決
算
を
行
な
い
、
，
教
育
お
よ
び
管
理
の
全
部
分
を
審
査
し
、
そ
れ
を
政
府
に
報
告
す
る
(
第
一
七
条
〉
。

専
門
学
校
〔
第
五
章
)
は
、
教
育
の
最
終
段
階
で
、

「
完
全
か
つ
上
級
の
研
究
な
ら
び
に
科
学
お
よ
び
芸
術
の
完
成
」
を
行
な
う
(
第

二
三
条
)

の
で
あ
る
。

(
1
)

法
案
お
よ
び
提
案
理
由
は
、
〉
月
主
君
g
-
v
R
E
B
E
E
B
Y
M
巾

&
5・
一
戸
署
・
均
四
l
お
印
・
一
八

O
二
年
法
の
正
文
は
、
ロ
ロ
〈
作
品
弓
"
の
D
7

Z
2
5ロロ
9
5
1
2
0

門

-
E
-
S
F
L臥
口

5
2
・
9円

LOロロ
ω
ロ2
P
5
四
一
O
B
g丹

ω
2
2
t
L

戸。
cコ
百
二

ι、
何
台
?
?
沢
口
戸
同
V
-
E
-
一
∞
Nm-

日】ム一
0
2
2
M〈・

(

2

)

〉
H
V
J
N

巾
怠
コ
P

汁
園
・
司
ム
吋
U

・一

2
7

(
3〉

HEL--
司
ム
ヨ
-

M

命。。一-

(
4
)
H
E
P
-
匂
・
ミ
タ
っ
。

nc
一-

(::"j 

~~ 

選
民
院
お
よ
び
立
法
院
の
審
議

法
案
は
ま
ず
慣
行
に
し
た
が
っ
て
四
月
二
一
日
に
護
民
院
(
叶
ユ

E
E
C
に
送
付
さ
れ
、
護
民
院
で
は
四
月
二
八
日
に
賛
成
人

O
、
反

フランスにおける教育の自由法理の形成

対
九
の
多
数
で
賛
成
の
意
見
が
表
明
さ
れ
た
。
そ
し
て
五
月
一
日
の
立
法
院
で
は
、
賛
成
二
五
一
、
反
対
二
七
で
可
決
さ
れ
た
。

謎
民
院
で
の
審
議
は
四
月
二
六
日
に
開
始
さ
れ
た
。
ま
ず
シ
ャ
ス
ィ
ロ
ン
(
わ

E
包
円
。
る
は
、
小
学
校
の
プ
一
グ
ラ
ム
に
農
業
を
加

〔

2
〉

(
3
v

シ
ャ
ラ
ン
(
(
リ

Z
-
Fロ
)
お
よ
び
ジ
ャ

l
ル
H

パ
ン
ヴ
ィ
リ
エ

Q
日仏
i
p
E
i
-
-
F
2印
)
が
法
案
に
賛

え
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

つ
い
で
、

成
の
い
竹
山
口
比
を
述
べ
た
。
ジ
ャ

l
ル
H

パ
ン
ヴ
ィ
リ
エ
は
、
シ
ャ
ス
ィ
ロ
ン
の
農
業
を
加
え
る
と
い
う
議
論
に
対
し
て
は
、

円

4
〉

へ
い
く
よ
り
も
鋤
を
持
っ
た
方
が
よ
く
身
に
つ
く
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
反
駁
を
加
え
た
。
カ
リ
オ
ン
H

ニ
ザ
ス

「
農
業
は
学
校

(

(

U
出
円

2
0
ロ
l
Z
2
2〉

は
、
公
教
育
が
オ
ラ
ト
リ
オ
会
の
修
道
会
を
モ
デ
ル
に
し
て
つ
く
ら
れ
た
特
別
の
団
体
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
提
案
し
た
。

が
ま
ず
法
案
に
賛
成
し
た
。
デ
ュ
シ
ェ

l
ヌ

翌
二
七
日
に
は
、

カ
レ

(
(
リ
白
片
岡

12)

〈

0
5
7
2ロ
巾
〉
は
こ
れ
に
対
し
て
法
案
に
反
対
し

た
。
デ
ュ
シ
ェ
1

ヌ
の
反
対
の
根
拠
は
、
自
由
か
つ
平
等
な
個
人
の
養
成
を
目
的
と
し
た
革
命
期
の
公
教
育
観
念
の
擁
護
に
あ
る
。
す
な

北法24(1・77)77



説

わ
ち
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
社
会
の
あ
る
階
級
の
み
の
た
め
に
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
市
民
的
・
政
治
的
権
利
に
関
し
絶
対
的

に
平
等
な
大
勢
の
人
間
の
共
通
の
利
益
を
目
的
と
し
て
有
し
て
い
た
。
す
べ
て
の
者
が
自
由
の
景
品
単
一
な
征
服
に
協
力
し
、
自
由
を
維
持
し

い
か
な
る
特
権
へ
の
復
帰
も
自
由
の
勝
利
を
弱
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
し
て
最
も
危
険
な
特
権
は
、

三b.
tilfIJ 

て
い
く
こ
と
に
利
害
を
有
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
人
民
の
大
部
分
か
ら
そ
の
第
一
段
階
に
お
け
る
公
教
育
の
計
り
知
れ
な
い
利
益
を
奪
い
、
最
も
多
数
の
市
民
の
近
づ
く
こ
と
の

(
7
)
 

で
き
な
い
私
立
学
校
に
国
民
的
な
財
産
の
す
べ
て
を
戻
し
て
し
ま
う
特
権
で
あ
一
る
。
」
そ
し
て
、
す
べ
て
の
者
に
必
要
な
公
教
育
を
財
政

「
こ
こ
で
我
々
が
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
公
財
政
の
利
益
で
は
な

(
8
)
 

く
、
む
し
ろ
、
そ
の
真
の
栄
光
な
ら
び
に
自
由
を
熱
望
す
る
人
民
の
下
で
の
現
在
の
世
代
お
よ
び
将
来
の
世
代
の
運
命
で
あ
る
」
と
い
う

的
見
地
か
ら
消
極
的
に
考
え
る
考
え
方
に
対
し
て
は
、

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
基
本
的
観
点
か
ら
、
法
案
が
小
学
校
教
育
を
市
町
村
評
議
会
に
委
ね
、
財
政
を
両
親
の
払
う
授
業
料
に
求
め

る
こ
と
に
強
い
批
判
を
加
え
て
い
る
。
つ
い
で
、
デ
ュ
ヴ
ィ
ダ
ル
(
ロ

5
E即
日
)
が
法
案
の
採
択
に
賛
成
の
意
見
を
表
明
し
た
。
特
に
法
案

第
八
条
で
中
学
校
の
開
設
に
政
府
の
許
可
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
公
教
育
の
独
立
性
を
侵
害
す
る
と
い
う
考
え
方
に
対
し
て
、

「
事
物
の
本
性
が
政
府
に
与
え
て
い
る
監
督
権
行
使
の
結
果
と
し
て
、
中
学
校
が
開
設
後
直
ち
に
命
令
に
よ
っ
て
閉
鎖
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
許
可
な
し
に
一
の
学
校
を
開
設
す
る
権
能
を
市
民
に
与
え
る
こ
と
は
空
虚
で
あ
る
。
悪
を
事
後
に
償
う
よ
り
事

前
に
予
防
す
る
こ
と
の
方
が
一
層
よ
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
議
論
に
よ
っ
て
、
中
学
校
の
開
設
が
許
可
制
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
正
当
化

し
て
い
る
。

四
月
二
八
日
に
発
言
し
た
ダ
リ
ュ

(
U
Rる
は
宗
教
教
育
に
つ
い
て
法
案
が
沈
黙
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
す
な
わ
ち
「
公

教
育
に
お
い
て
宗
教
を
認
め
な
い
こ
と
は
不
可
能
の
よ
う
に
私
は
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
の
除
外
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
私
は
証
明

し
た
と
考
え
る
が
、
教
育
自
体
を
無
力
に
す
る
。
そ
れ
は
子
供
に
と
っ
て
不
当
で
あ
る
し
、
父
親
に
と
っ
て
は
恐
ろ
し
い
こ
と
で
あ
る
、

そ
れ
は
不
得
策
で
あ
り
、
国
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
公
教
育
に
お
け
る
宗
教
教
育
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ

;ft法24(1・78)78



る
。
最
後
に
シ
メ
オ
ン
(
巴
B
合
る
が
立
ち
、
デ
ュ
シ
ェ

l
ヌ
に
反
論
し
て
法
案
を
擁
護
し
た
。

つ
い
で
法
案
が
投
票
に
付
さ
れ
、
賛
成

八

O
、
反
対
九
で
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

立
法
院
で
の
審
議
は
四
月
一
二

O
日
に
始
ま
っ
た
。
護
民
院
を
代
表
し
て
、
ま
ず
ジ
ャ

l
ル
H

パ
ン
グ
ィ
リ
ヂ
が
護
民
院
で
法
案
を
承
認

し
た
理
由
を
説
明
し
た
。
ジ
ャ

l
ル
H

パ
ン
ヴ
ィ
リ
エ
の
演
説
に
お
い
て
示
さ
れ
た
法
案
の
重
要
な
問
題
を
み
て
み
よ
う
。
第
一
に
、

コ

ン
ド
ル
セ
案
に
つ
い
て
触
れ
、

コ
ン
ド
ル
セ
案
は
文
化
が
発
達
し
た
将
来
に
お
い
て
理
想
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
現
状
に
お
い
て
は
財

政
上
の
理
由
か
ら
実
現
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
有
名
か
つ
不
幸
な
コ
ン
ド
ル
セ
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た

計
両
は
、
恐
ら
く
コ
ン
ド
ル
セ
が
目
標
と
し
た
開
明
さ
れ
た
国
民
、

お
よ
び
科
学
が
大
き
な
進
歩
を
遂
げ
、

か
つ
非
常
に
一
般
的
に
普
及

「
コ
ン
ド
ル
セ
計
画
を
実
現
す
る
費
用
が
巨

(斗

し
た
一
世
紀
の
終
り
に
応
わ
し
い
一
種
の
ぜ
い
た
く
な
教
育
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
」
が
、

額
で
あ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
困
難
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
o

第
二
は
、
小
学
校
の
教
師
が
市
町
村
長
お
よ
び
市
町
村
評
議
会
に
お

い
て
選
任
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
選
任
方
法
は
、
「
非
常
に
賢
明
な
」
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
よ
い
選
任
を
す
る
こ
と
に

フランスにおける教育の円由法理の形成

直
銭
の
利
害
関
係
を
持
た
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
教
師
の
候
補
者
に
つ
い
て
誤
ら
な
い
よ
う
に
十
分
知
り
う
る
範
囲
に
必

ず
し
も
い
な
い
と
こ
ろ
の
市
町
村
に
最
も
一
般
的
に
関
係
な
い
人
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
審
査
委
員
会
に
教
師
の
選
任
を
委
ね
る
方
式

と
、
学
校
の
所
在
す
る
地
区
の
す
べ
て
の
家
父
に
選
任
権
を
与
え
よ
う
と
す
る
人
達
の
意
見
と
の
丁
度
中
間
に
あ
る
」
の
で
あ
る
。
つ
ま

り

「
市
町
村
長
お
よ
び
市
町
村
評
議
会
の
構
成
員
は
一
般
的
に
は
家
父
で
あ
り
、

か
っ
当
該
市
町
村
の
最
も
開
明
さ
れ
た
人
間
で
あ

一
方
で
は
、
家
父
の
利
益
を
代
表
す
る
と
共
に
、
他
方
で
は
、
家
父
に
選
任
権
を
与
え
る
結
果
発
生
が
予
想
さ
れ
る
不
都
合

を
も
防
止
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
三
に
は
、
謹
民
院
の
審
議
で
ダ
リ
ュ
か
ら
提
出
さ
れ
た
宗
教
教
育
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。

る
」
か
ら
、

北法24(1・79)79

「
排
他
的
な
宗
教
を
認
め
て
い
な
い
国
に
お
い
て
宗
教
は
す
べ
て
の
者
に
と
っ
て
同
一
の
も
の
で
あ
り
得
な
い
の
で
、
そ
の
宗
教
的
見
解

が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
す
べ
て
の
市
民
の
子
弟
が
差
別
な
く
入
学
が
許
さ
れ
る
学
校
に
お
い
て
、
宗
教
を
教
育
の
対
象
と
す
る
こ



説

〈

M
V

と
は
で
き
な
い
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

つ
い
で
、
政
府
を
代
表
し
て
フ
ヮ
ル
グ
ロ
ワ
が
法
案
の
説
明
を
し
、
護
民
院
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
疑
問
点
に
対
し
て
答

北it24(1・80)80

~^ 

日mn

え
て
い
る
o

そ
の
う
ち
重
要
な
問
題
点
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
に
は
、
小
学
校
に
つ
い
て
で
、
す
べ
て
の
者
に
必
要
と
さ
れ
る
小
学

フ
ラ
ン
ス
で
は
そ
の
た
め
少
な
く
と
も
四
万
の
小

(
口
)

学
校
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
そ
れ
は
財
政
的
に
不
可
能
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
。
第
二
に
は
、
中
学
校
に
つ
い
て
で
、
中

学
校
に
対
す
る
政
府
の
許
可
と
監
督
が
学
校
が
必
要
と
す
る
独
立
性
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
に
対
し
て
は
「
教
育
内

校
を
国
間
作
の
支
出
に
よ
っ
て
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
批
判
に
対
し
て
は
、

リ
セ
の
勉
学
に
先
行
す
べ
き
文
学
お
よ
び
科
学
知
識
の
基
礎
を
私
立
中
学
校
に

容
お
よ
び
教
育
方
法
を
詳
細
に
命
令
す
る
こ
と
な
し
に
、

お
い
て
十
分
教
授
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
主
要
で
あ
り
」
、
政
府
の
監
督
は
、

ら
侵
害
し
う
る
も
の
を
含
む
も
の
で
は
な
い
」
と
答
え
て
い
る
。

「
私
立
中
学
校
が
必
要
と
す
る
独
立
性
の
方
式
を
何

翌
五
月
一
日
に
、

シ
メ
オ
ン
お
よ
び
レ
!
デ
レ
が
法
案
に
対
し
て
賛
成
演
説
を
行
な
っ
た
後
に
、
投
票
に
付
さ
れ
、
賛
成
二
五
一
、
反

対
二
七
で
可
決
さ
れ
た
。

(
l〉

(
2
)
 

〈

3
)

(

4

)

 

(
5
)
 

(
6
)
 

〉
-
司
J

M

e
出
仇
円

M
F
仲

田

・

勺

℃

印

一

回

l印
N
一
-

H
σ
-
L
・
円
)
℃
・
印
同
一

-
l印
吋
印

E

H
r
~仏
-
w
h
w
h
w
・
山
町
印

l
印
日
目

]
[
r
-
L
W
℃
・
印

M
m
-
-
円

m
n
c一
-

H
ゲ

M
L・
-
℃
・
印

Mm.

H
r
-
L
J
℃
古
・
印
同
司

l
印
M
U
・

]
[
t
F

仏
J

匂
・
印

ωow
一
円
ぬ
円
。
一

][rFι •• 

(
7〉

(
8
)
 



(
9
)
-
E
P
-
-
y印
ω
0
・
M
0
8
7

(
問
〉

H
E
P
-
司
・
日

ωω.

一
5
2
-

(日〉

Hr-LJ
匂

Z
P

一日向。一

(ロ〉

H
r
E
・

3
・2
0ふ
た
・

(日〉

H
E
F
苦
虫
ム
i
印
印

0
.

(
け
門
〉

H
E
L
-
古・

2
h
H
W
M
o
n
o
-
-

(日
)
H
Z
p
w
匂・印品目・

M
o
n
o
一

(
日
山
〉

H
Z
ι
J
同

w
z
u
w
M
o
n
c
{・

(
げ

)
H
Z
P
-
匂
・
印
印
ア
亡
命

n
E

一-

(
m
m〉

FE--
℃・勾ω
・
一
『
巾
円
。
一
-

tつ

ゆ

一
八

O
二
年
五
月
一
日
法
の
特
色

フラ γスにおける教育の自由法理の形成

一
八

O
二
年
法
の
第
一
の
特
色
は
、
公
教
育
の
目
的
が
革
命
期
の
諸
公
教
育
計
画
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
個
人
で
は
な
く
、
国
家
的
目
的

が
前
面
に
出
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
教
育
が
国
家
の
繁
栄
お
よ
び
国
の
経
済
の
中
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
述

し
た
よ
う
に
フ
ゥ
ル
ク
ロ
ワ
の
議
会
に
お
け
る
提
案
理
由
の
中
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、

一
八

O
二
年
法
作
成
に
重
要
な
役

割
を
出
水
し
た
レ

l
一
ア
レ
の
立
法
院
で
の
五
月
一
日
の
演
説
の
次
の
よ
う
な
言
葉
の
中
に
も
、
公
教
育
の
目
的
が
単
な
る
個
人
で
は
な
く
、

父
子
関
係
を
擬
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
市
民
を
国
家
に
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

「
個
人
を
改
善
す
る
た
め
に
、
個
人
を
祖
国
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
一
層
可
能
に
す
る
た
め
に
も
、
科
学
を
教
え
る
こ
と
は
公
教
育
の
唯

一
の
目
的
で
は
な
い
。
公
教
育
の
目
的
は
ま
た
、
父
親
を
そ
の
子
供
に
よ
っ
て
、
子
供
を
そ
の
父
親
に
よ
っ
て
政
府
に
結
び
つ
け
る
こ
と

北法24(1・81)81

で
あ
る
。
そ
れ
は
一
種
の
公
的
父
子
関
係

(-v白山門
2
1
H
H
ご
角
川
℃
ロ
ゲ
ロ
円
山
口
巾
一
)

あ
る
い
は
む
し
ろ
国
民
的
家
父
長
制
を
樹
立
す
る
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
国
民
的
家
父
長
制
に
父
親
は
子
供
の
た
め
に
頼
り
、
子
供
は
そ
こ
か
ら
大
人
に
な
る
た
め
に
必
要
な
す
べ
て
を
引
き
出
す
。
:
:
:
そ



説

れ
を
保
持
す
る
者
を
高
尚
に
し
、
そ
れ
を
与
え
る
者
の
歩
み
を
確
保
す
る
と
こ
ろ
の
辞
に
よ
っ
て
市
民
を
政
府
に
結
び
つ
け
る
こ
と
、
こ

主.A
"問

れ
こ
そ
政
府
が
果
そ
う
と
望
ん
だ
目
的
で
あ
る
。
人
聞
を
開
明
し
て
お
互
い
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
人
間
を
政
府
の
権
威
の
下
に
尻
く

だ
け
で
は
な
く
、
知
力
の
権
威
の
下
に
置
く
こ
と
で
あ
り
、
自
分
自
身
で
権
威
に
位
置
を
占
め
る
こ
と
で
あ
る
。
」

一
八

O
二
年
法
の
第
二
の
特
色
は
、
小
学
校
に
つ
い
て
教
育
の
義
務
性
の
み
な
ら
ず
無
償
怜
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
特
に
無
償

性
を
否
定
し
た
理
由
は
、
財
政
上
の
実
現
不
可
能
性
と
い
う
観
点
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
護
民
院
で
革
命
期
の
公
教
育
計
画
を
擁
護

し
た
デ
ュ
シ
ェ

l
ヌ
の
批
判
に
対
し
て
は
、
無
償
性
の
原
則
自
体
の
正
当
性
を
各
論
者
と
も
承
認
し
な
が
ら
も
、
主
と
し
て
財
政
的
理
山

か
ら
無
償
性
が
反
対
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
(
特
に
、

フ
ゥ
ル
グ
ロ
ワ
の
議
論
)
。

シ
メ
オ
ン
、

ジ
ャ

j

ル
川
パ
ン
ヴ
ィ
リ
ェ
、

第
三
の
特
色
は
、
公
権
力
の
介
入
が
増
大
し
た
こ
と
で
あ
る
一
中
学
校
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
も
し
く
は
私
人
に
よ
る
中
学
校
の
開
設

を
政
府
の
許
可
と
知
事
の
批
朽
に
服
し
め
る
点
に
お
い
て
、
中
学
校
開
設
の
自
由
に
大
き
な
制
約
を
加
え
て
い
る
。
教
育
の
自
由
の
後
退

は
、
小
学
校
の
み
な
ら
ず
、
小
学
校
(
第
五
条
)
や
リ
セ

に
対
す
る
公
権
力
に
よ
る
規
制
に
も
み
ら
れ
る
。

(第一一一一

l
一
七
条
)

「
執
政
政
府
が
大
革
命
と
帝
政
と
の
問
の
一
段
階
で
あ
っ
た
と
同

結
局
一
八

O
二
年
法
の
体
制
は
、
グ
リ
モ
オ
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、

様
に
、
中
間
的
体
山
口
で
あ
り
、
革
命
則
の
教
育
の
自
由
主
義
体
制
か
ら
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
国
家
独
占
体
制
へ
の
橋
渡
し
な
の
で
あ
る
。
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七
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M印
山

低争

一
八

O
二
年
法
の
適
用

一
八

O
二
年
法
の
執
行
の
任
務
は
、
法
律
の
制
定
に
あ
た
り
主
要
な
役
割
を
演
じ
、

r-、昨日可
zn己
。
ロ
℃
ロ
E
-宮
市
〉
に
任
命
さ
れ
た
フ

P

ル
ク
ロ
ワ
が
あ
た
っ
た
。

一
八

O
二
年
九
月
に
公
教
育
庁
長
官
(
宮
門

2
5
5

一
八

O
二
年
法
に
よ
っ
て
特
別
に
学
校
を
監
督
す
る
任
務

;1ヒ11;24(1・82)82



を
持
っ
た
知
事
お
よ
び
副
知
事
の
活
動
に
つ
い
て
は
、

一
八

O
二
年
法
発
布
の
一
年
後
の
共
和
一
一
年
花
月
二
一
日
に
フ
ヮ
ル
タ
ロ
ワ
に

よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
一
八

O
二
年
法
の
適
用
状
態
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
o

そ
の
結
果
、
知
事
の
中
に

は
非
常
に
熱
心
に
学
校
設
置
の
働
き
か
け
を
行
な
っ
た
者
も
い
る
が
、
多
く
の
知
事
は
小
学
校
に
つ
い
て
無
関
心
で
あ
っ
た
。
多
く
の
知

事
は
緊
急
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
を
多
く
か
か
え
て
お
り
、
学
校
の
組
織
化
は
緊
急
を
要
す
る
も
の
と
は
考
え
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
ま
た
学
校
の
発
展
に
対
す
る
障
害
と
し
て
、
革
命
期
で
も
問
題
に
な
っ
て
い
た
市
町
村
の
財
政
不
足
お
よ
び
教
師
不
足
が
指

摘
さ
れ
た
。

同

共
和
一
一
年
以
後
は
、
中
央
政
府
が
初
等
教
育
の
問
題
に
全
く
無
関
心
に
な
り
、
ま
た
、
知
事
も
例
外
を
除
く
と
教
育
の
問
題
を
放
棄

し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
学
校
に
関
す
る
問
題
が
論
議
さ
れ
た
の
は
、
地
方
の
枠
の
中
で
の
市
町
村
長
、
市
町
村
評
議
会
、
市
町
村
住
民
お

〔

2
)

よ
び
司
祭
の
聞
で
あ
り
、
こ
れ
は
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
状
況
に
舞
い
戻
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

フランユにおける教育の自由法理の形成

都
市
に
お
い
て
は
ま
ず
、
貧
国
者
対
策
事
務
所
〈

E
尽
き
凶
舟
ゲ

FEr-gE乙
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
て
い
る
生
活
困
窮
者
の
た
め
の

無
償
の
学
校
た
る
慈
善
学
校
(
血

8-m
骨
岳
民
正
〉
が
復
活
し
た
o

慈
善
家
が
無
償
学
校
の
設
置
と
維
持
の
た
め
に
参
与
し
、
修
道
土
、

修
道
女
が
こ
れ
ら
慈
善
学
校
の
長
に
な
る
の
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
。
慈
善
学
校
の
他
に
、
授
業
料
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ

て
は
市
町
村
評
議
会
に
よ
っ
て
補
助
を
受
け
た
有
償
の
学
校
が
発
展
し
た
o

市
町
村
に
慈
善
学
校
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
貧
因
者
対

策
事
務
所
が
有
償
の
学
校
に
金
を
出
し
て
貧
困
者
の
子
供
を
入
学
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
た
。
農
村
部
で
は
、
教
師
は
現
金
ま
た
は
現
物
で

支
払
わ
れ
る
授
業
料
で
生
活
し
て
お
り
、
授
業
料
は
両
親
と
教
師
と
の
聞
の
合
意
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
市
町
村
評
議

北法24(1・83)83

会
の
審
議
を
経
て
契
約
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
。

ま
ず
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
下
の
教
師
の
残
存
者
が
就
任
し
、
そ
れ
に
僧
侶
、
旧
ジ
ャ
コ
パ
ン
党
員
な
ど
が
加

わ
っ
た
。
さ
ら
に
、
都
市
で
は
仕
事
の
な
い
職
人
や
革
命
で
財
産
を
失
っ
て
働
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
旧
家
の
子
女
、
農
村
部
で
は
農

教
師
に
つ
い
て
も
、



説

業
職
人
の
よ
う
な
本
来
教
師
の
資
格
を
有
し
な
い
者
が
生
活
上
の
必
要
か
ら
教
師
に
な
っ
た
。
教
員
の
選
任
は
、
理
論
上
は
教
育
審
査
委

さA‘
iifflJ 

員
会
や
市
町
村
の
名
士
の
審
査
に
服
す
る
義
務
が
残
っ
て
い
た
が
、
実
際
上
は
簡
単
な
審
査
で
あ
っ
た
り
、
特
に
農
村
部
で
は
審
査
向
体

h
3
)
 

も
廃
止
さ
れ
る
こ
と
が
非
常
に
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
ゴ
ン
タ

i
ル
の
指
摘
に
よ
る
と
、
結
局
、

一
八

O
五
年
の
教
師
は
、

ア
ン
シ
ャ
ン

レ
ジ
ー
ム
下
の
学
校
教
師
よ
り
も
、
精
神
的
に
も
物
質
的
に
も
一
一
層
惨
め
な
状
態
に
置
か
れ
て
お
り
、
教
師
職
の
も
た
ら
す
利
点
は
殆
ん

ど
な
く
、
何
人
も
悲
き
つ
け
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

教
育
に
対
す
る
国
家
の
効
果
的
な
活
動
が
欠
如
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
教
会
の
役
割
、
が
増
大
し
て
き
た
o

大
本
命
に
よ
っ
て
教
会
と

学
校
と
の
関
係
が
切
断
さ
れ
、
教
師
と
教
育
内
容
が
非
宗
教
化
さ
れ
、
教
師
は
司
祭
の
監
督
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た
の
が
、
特
に
、

O
一
年
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
と
教
皇
ピ
オ
七
位
と
の
間
に
締
結
さ
れ
た
コ
ン
コ
ル
ダ

学
校
と
の
関
係
が
復
活
し
て
き
た
。
ま
ず
教
師
に
つ
い
て
は
、
学
校
を
開
設
す
る
聖
職
者
の
数
が
し
だ
い
に
増
加
し
て
き
た
。
教
育
内
容

(
(
U
。
ロ
円
。
円
仏
由
同
)

に
よ
っ
て
、
教
会
と

に
つ
い
て
も
、
殆
ん
ど
す
べ
て
の
教
師
は
革
命
期
の
最
も
向
錫
し
た
時
期
に
お
い
て
す
ら
多
く
の
者
が
行
な
っ
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
教
育

を
川
円
び
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
。
教
訓
町
一
問
符
が
教
え
ら
れ
、
授
業
は
祈
蒔
に
よ
っ
て
始
ま
り
、
祈
時
に
よ
っ
て
終
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ

た。
r、f、、
2 1 

、ノ」ノ

以
下
、
宮
・

0
g
g円
L

・
8
・
2
7
匂

M

一N
Z
E
F〈
に
よ
る
。

同
ゲ

R
-
J
℃
-
M

一一戸

同

σ】
《
凶

J

同

u
・M
M
ω

・

(
3
)
 

第
二
節

第
一
帝
政
期
に
お
け
る
「
帝
国
大
学
」
の
創
設
(
一
八

O
四
年
五
月
|
一
八
一
四
年
四
月
〉

今
日
大
学

の
観
念
は
高
等
教
育
を
行
な
う
制
度
的
な
団
体
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
大
学
と

(
己
ロ
F
J
1
2
1
由
伊
丹
品
一
)
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い
う
言
葉
が
常
に
こ
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

一
八
世
紀
初
頭
か
ら
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
末
期
ま
で
、
大

学
は
教
師
と
学
生
と
の
職
能
団
体

(
円
。
円
℃
。
門
出
己
。
ロ
凹
)

で
あ
り
、
完
全
な
形
の
大
学
は
、
学
芸
、
神
学
、
医
学
お
よ
び
法
学
の
四
つ
の
学

部
を
有
し
て
い
た
。
後
者
の
三
つ
の
学
部
は
高
等
教
育
を
行
な
う
も
の
と
し
て
も
、
学
芸
学
部
は
実
際
上
は
今
日
で
い
う
初
予
お
よ
び
中

等
段
階
の
学
校
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
下
の
大
学
は
大
革
命
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
ア
ン

シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
下
の
大
学
と
も
今
日
の
大
学
と
も
異
な
っ
た
も
の
を
つ
く
っ
た
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
「
大
学
」

(
C
ロ
-
2
3
E
3

小
学
校
か
ら
大
学
学
部
ま
で
の
全
教
育
段
階
を
内
容
と
す
る
も
の
で
、
今
日
の
言
葉
で
い
え
ば
「
国
民
教
育
」

(
同
円
山
口
内
向
丘
。
ロ

Z
2
5ロ
i

出
】
巾
)
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
帝
国
大
学
」

(
己
ロ
-4m円
明
日
広

F
B
Eユ
白
戸
巾
〉

は
す
べ
て
の
段
階
の
学
校
お
よ
び
こ
れ
ら

学
校
の
教
師
を
同
時
に
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
の
大
学
が
復
古
王
政
後
ま
で
存
続
し
、

「
大
学
」
に
よ
る
教
育
の
独
占

同

か
ら
免
が
れ
る
可
能
性
が
法
的
に
認
め
ら
れ
る
に
し
た
が
っ
て
し
だ
い
に
そ
の
内
容
を
失
っ
て
行
き
、

一
八
五

O
年
頃
か
ら
国
民
教
育
の

フランスにおける教育の自由法理の形成

意
味
で
の
大
学
の
観
念
は
法
文
か
ら
完
全
に
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
今
日
の
意
味
で
の
大
学
は
一
八
九
六
年
七
月
一

O
日
法
に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
た
で
あ
る
。

(
1〉

大
学
の
観
念
に
つ
い
て
は
、

(
u
r
-
m，
oロ日
-2・
9
司・

n
F
f
問
者
・
弓

l
g
u
C
ω
宮

ω号
ロ
伸
一

G
5
5
ォ
2m-Z
王子

g
=
R
Z
G口
八
ρ
5
E
F
m
l』ぬ寸一VD。

品
目
山
ア

]
ι
R
2
.

】

ω.c.
明
，
二
一
回
吋
ア
℃
日
】
・
印

l
吋

一
八

O
六
年
五
月
一

O
日
法
に
よ
る
「
帝
国
大
学
」
の
設
置

モイ)

法
案
の
準
備

ボ
ナ
パ
ル
ト
が
教
育
を
国
家
に
独
占
す
る
よ
う
に
考
え
る
に
至
っ
た
理
由
は
、
子
供
の
と
き
か
ら
フ
ラ
ン
ス
人
の
感
情
を
方
向
づ
け
、

そ
し
て
教
育
の
独
占
を
統
治
の
強
力
な
手
段
、
支
配
の
可
能
な
道
具
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
い
う
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

Ji、
O 

t土
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説

六
年
の
初
頭
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
バ
ル
ト
は
、
公
教
育
庁
長
官
フ
ゥ
ル
ク
ロ
ワ
に
法
案
の
基
礎
と
な
る
報
告
書
の
作
成
を
命
じ
た
。
こ

の
報
告
書
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
考
え
方
を
忠
実
に
表
現
し
て
お
り
、
教
師
団

(
8円
℃
田
巾
ロ
凹
巾
ぼ

E
E
)
の
観
念
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

論

す
な
わ
ち
、

「
こ
の
よ
う
な
制
度
を
要
請
す
る
高
度
の
政
治
的
考
慮
の
他
に
、

一
の
教
師
団
の
設
置
は
公
教
育
を
完
全
な
崩
壊
か
ら
救
う

そ
し
て
計
画
を
お
立
て
に
な
っ
た
職
能
団
体

(
8
4
2阻
止
。
る
の
み
が
、

依
然
と
し
て
唯
一
の
手
段
で
あ
る
。
陛
下
が
考
え
出
さ
れ
、

公
教
育
を
再
生
し
そ
の
繁
栄
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
教
師
団
は
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
動

か
す
精
神
は
必
然
的
に
一
つ
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
関
係
の
下
で
、
新
し
い
教
師
団
は
旧
職
能
団
体
に
は
る
か
に
優
位
す
る
。

旧
職
能
団
体
は
互
い
に
嫉
妬
し
た
セ
ク
ト
を
形
成
し
て
い
た
。
:
:
:
こ
れ
ら
各
種
の
修
道
会
の
中
で
、
国
民
精
神
は
常
に
団
体
の
個
別
精

神
に
従
属
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
精
神
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
同
一
で
あ
る
。
:
:
:
精
神
は
顕
著
に
フ
ラ
ン
ス
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
す
ベ

て
の
者
は
唯
一
の
目
的
、
宗
教
の
原
則
に
よ
っ
て
有
徳
で
、
そ
の
才
能
お
よ
び
そ
の
知
力
に
よ
っ
て
国
家
に
有
用
で
、
愛
と
義
務
に
よ
っ

て
政
府
に
結
び
つ
き
皇
帝
に
献
身
す
る
臣
民
を
養
成
す
る
目
的
し
か
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
報
告
書
の
中
で
、

一
の
教
師
団
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
単
一
的
、
画
一
的
教
育
が
国
民
の
道
徳
的
単
一
性
を
係
保
す
る
と
い
う
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
「
帝
国
大
学
」
の
創
設
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。

一
八

O
五
年
二
一
月
に
は
、

〈

S
)

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
フ
ワ
ル
ク
ロ
ワ
に
法
案
を
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
に
付
託
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。

一
八

O
六

年
二
月
か
ら
四
月
末
ま
で
、

コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
実
際
上
の
主
宰
の
下
で
週
二
回
法
案
の
審
議
に
従
事
し
、
法
案
は
九

回
起
草
さ
れ
直
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
最
終
法
案
が
で
き
て
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
重
要
か
つ
複
雑
な
問
題
を
急
い
で
立
法
化
す
べ
き

で
な
い
と
考
え
て
、

(
C巳
2
a
x
b
F
B
Eユ
己
巾
)
の
名
称
の
下
で
一
の
教
師
団
の
創
設
の
み
を

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
立
法
院
に
「
帝
国
大
学
」

提
案
す
る
こ
と
に
決
め
た
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
捉
案
に
対
し
て
は
、

一
方
で
は
、
祭
杷
大
臣
(
宮
古

5
5
仏

g
h
z
-
z
d
の
ポ
ル
タ
リ
ス

(
H
M
O

江田

-z)
か
ら
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で
は
、
内
務
大
臣
の
ド
・
シ
ャ
ン
パ
ニ
ュ
イ
(
巴
巾
わ

E
B宮
ぬ
ロ
ち
か
ら
の
反
対
論
が
出
さ
れ
た
。
ボ
ル
タ
リ
ス
は
父
親
の
自
然
権
と
い

う
観
点
か
ら
反
対
し
た
。
す
な
わ
ち
、

「
父
親
に
自
分
の
家
で
自
分
の
子
供
を
養
育
す
る
こ
と
を
認
め
た
の
と
同
一
の
原
則
が
、
す
べ
て

の
父
親
に
自
分
が
よ
い
と
考
え
る
教
師
に
自
分
の
子
供
を
委
ね
る
自
然
権
を
保
障
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

対
象
に
つ
い
て
の
父
親
の
神
聖
な
諸
権
利
を
破
壊
す
る
以
外
の
何
物
で
も
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ド
・
シ
ャ
ン
パ

「
非
常
に
微
妙
な

一
ュ
イ
は
、

「
単
一
の
教
師
団
、
排
他
的
職
能
団
体
が
と
り
わ
け
そ
の
従
属
下
に
す
べ
て
の
下
級
教
育
段
階
そ
し
て
私
立
学
校
ま
で
を
置
く
べ
き
場
合

に
」
そ
の
原
則
自
体
に
反
対
し
た
。

「
こ
の
よ
う
な
団
体
が
国
家
の
中
に
一
の
道
徳
的
、
政
治
的
権
力
を
あ
る
日
獲
得
し
、
国
家
を
思
想

の
支
配
者
に
、
す
べ
て
の
家
庭
の
支
配
者
に
し
て
し
ま
い
」

「
教
師
団
の
単
一
性
が
国
家
を
教
育
に
お
け
る
一
種
の
専
制
主
義
に
導
く
し

お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

(二1

ナ
ポ
レ
オ
ン
皇
帝
は
こ
れ
ら
二
つ
の
意
見
を
立
法
院
議
長
の
フ
ォ
ン
タ

l
ヌ
に
伝
え
、
彼
の
意
見
を
求
め
た
。

フ
ォ
ン
タ

l
ヌ
は
「
陛

フランスにおける教育の白由訟理の形成

下
、
も
し
我
々
が
同
質
的
で
そ
の
古
い
伝
統
に
よ
っ
て
生
活
し
て
い
る
社
会
で
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
反
対

は
克
服
で
き
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
。
し
か
し
一
の
革
命
の
翌
朝
無
政
府
か
ら
脱
出
し
、
反
対
陣
営
を
前
に
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
お

け
る
と
同
じ
く
教
育
に
お
い
て
、
諸
見
解
と
政
府
の
統
一
性
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
は
少
な
く
と
も
あ
る
時
期
に
は
唯
一
の
大

学
を
必
要
と
し
、
そ
し
て
大
学
は
唯
一
人
の
長
を
必
要
と
し
ま
す
」
と
答
え
て
、
皇
帝
を
満
足
さ
せ
た
。

(
1〉

(
2〉

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

(
6
)
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説

明

一
八

O
六
年
五
月
一

O
日
法
の
制
定

号'1.. 
.1倒

ナ
ポ
レ
オ
ン
皇
帝
は
、
公
教
育
を
詳
細
に
わ
た
っ
て
規
制
す
る
法
案
を
立
法
院
に
提
出
す
る
と
い
う
考
え
を
断
念
し
て
、
原
則
だ
け
を

決
め
た
次
の
よ
う
な
三
カ
条
よ
り
な
る
「
教
師
団
の
形
成
に
闘
す
る
」
法
案
の
提
案
理
由
の
作
成
を
フ
ゥ
ル
ク
ロ
ワ
に
命
じ
た
。

第
一
条
「
帝
国
大
学

(
己
ロ
ル
〈
巾
円
巳
片
品
目

5
1ユ
乙
巾
〉

の
名
称
の
下
で
、
帝
国
全
体
に
お
い
て
公
教
育

(
目
、

2
3
m
E
B巾
E

2

5門門戸
g
l

同
一
。
ロ
℃
ロ
E-n印
〉
を
排
他
的
に
担
当
す
る
一
の
団
体

(
8召
凹
〉
が
形
成
さ
れ
る
。
」

第
二
条
「
教
師
団
の
椛
成
員
は
、
市
民
的
・
特
別
の
か
っ
一
時
的
義
務

(
。
正
広
三
5
5
円
宮
戸
内
山
田

w

告
今
日
即
日

2
2
8
5旬。
E
F
5印〉

負
う
。
」

一
八

O
六
年
五
月
六
日
に
、

一
八
一

O
年
の
会
期
に
、
立
法
院
に
法
律
の
形
成
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
る
。
」

ハ
2
u

フ
ヲ
ル
ク
ロ
ワ
は
立
法
院
に
お
い
て
法
案
の
提
案
理
由
を
朗
読
し
た
。
フ
ヮ
ル
ク
ロ
ワ
は
、

ま
ず
「
私
は

第
三
条
「
教
師
団
の
組
織
は
、

新
し
い
教
育
計
画
を
諸
君
に
付
託
す
る
も
の
で
も
、
数
年
米
公
教
育
に
対
し
て
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
覆
す
こ
と
を
諸
君
に
提
案
し
に

「
皇
帝
が
諸
君
に
提
出
す
る
よ
う
私
に
命
じ
た
案
は
、
以
後
の
一
の
会
期
に
諸
君
に
付
託
す
べ
き

〔

3
v

一
の
よ
り
完
全
な
法
律
の
要
点
お
よ
び
下
準
備
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
法
案
の
目
的
は
、

き
た
の
で
も
な
い
」
こ
と
を
述
べ
、

「
新
し
い

諸
制
度
を
強
固
に
し
、
こ
の
諸
制
度
の
多
様
な
部
分
を
互
い
に
関
連
さ
せ
、

一
般
行
政
と
の
必
要
な
関
係
を
安
定
し
た
方
式
で
樹
立
す

「
教
師
団
の
形
成
が
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
要
求
さ
れ
、
そ
し
て
こ
の
原
則
こ
そ
が
若
者
の
す
べ
て
の
教
育

(
4〉

体
制
が
そ
の
上
に
築
か
れ
る
べ
き
根
本
的
基
盤
に
な
る
」
の
で
あ
る
。

る
」
こ
と
で
あ
り
、

フ
ゥ
ル
ク
ロ
ワ
の
提
案
理
由
に
よ
る
と
教
育
の
目
的
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
も
し
教
育
を
受
け
る
個
人
と
の
関
係
に
よ
っ
て

の
み
考
え
る
と
、
政
府
は
教
育
を
父
親
の
配
慮
に
放
棄
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
一
般
的
監
督
の
対
象
に
し
か
し
な
く
な
り
う
る
で
あ
ろ

北法24(1・88)88
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ぅ
。
し
か
し
そ
の
上
に
、
教
育
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
う
一
つ
の
観
点
が
あ
る
。
公
務
員

Q
O
R己
C
ロ
ロ
山
町

2
℃ロ
-LF
円印)、

す
な
わ
ち
そ
の
能
力
お
よ
び
知
力
が
国
力
を
構
成
し
、

か
っ
、
そ
の
意
見
が
そ
れ
が
よ
い
も
の
で
あ
れ
悪
い
も
の
で
あ
れ
非
常
に
強
力
に

彼
ら
が
何
時
も
銭
触
を
持
っ
て
い
る
社
会
の
す
べ
て
の
階
級
に
対
し
て
影
響
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
人
聞
を
養
成
す
る
の
は
、
教
育
に
属
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
公
務
員
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
私
は
行
政
的
地
位
を
占
め
、

ま
た
裁
判
所
に
席
を
置
い
た
と
こ
ろ
の
政

府
が
そ
の
権
限
の
一
部
分
を
委
任
し
た
者
の
み
な
ら
ず
、
公
的
性
格
を
有
す
る
す
べ
て
の
者
、
宗
教
の
神
聖
な
寄
託
を
担
当
す
る
祭
把
の

執
行
人
、
法
律
を
解
釈
す
る
弁
護
士
、
市
民
の
意
思
を
作
成
す
る
公
証
人
、
国
家
が
そ
の
最
も
高
尚
な
希
望
を
託
す
る
青
少
年
の
教
員
を

含
む
も
の
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
し
こ
の
よ
う
に
教
育
の
目
的
と
し
て
国
家
目
的
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
教
行
に
介
入
す

同

る
政
府
の
権
利
お
よ
び
義
務
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

ず
、
さ
ら
に
神
聖
な
義
務
を
果
す
の
で
あ
る
」
。

「
政
府
は
青
少
年
の
教
育
に
介
入
す
る
と
き
、
単
に
権
利
を
行
使
す
る
の
み
な
ら

プランスにおける教育の自由法理の形成

「
帝
国
全
体
に
対
し
て
画
一
的
で
あ
り
、
同
一
の
知
識
を
与
え
、
同
じ
社
会
に
お
い
て
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
個
人
に
同
一
の

原
則
を
教
え
込
み
、

い
わ
ば
唯
一
の
団
体
し
か
つ
く
ら
ず
、
同
一
の
粘
神
し
か
持
た
ず
、
そ
し
て
感
情
お
よ
び
努
力
の
全
員
一
致
に
よ
っ

て
公
共
普
に
協
力
す
る
こ
と
」
が
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
私
教
育
よ
り
も
公
教
育
が
優
れ
て
い
る
こ
と
が
理
由
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
教
育
の
国
家
的
重
要
性
の
観
点
か
ら
、

「
青
少
年
を
投
機
あ
る
い
は
趣
味
や
熱
狂
で
育
て
、

し
か
も
政
府
の
多
か
れ
少

な
か
れ
直
接
の
監
督
か
ら
独
立
し
て
育
て
る
者
に
も
っ
ぱ
ら
放
棄
し
て
し
ま
う
」
こ
と
は
で
き
な
く
、
公
立
学
校
が
必
要
に
な
る
の
で
あ

る
O 

と
こ
ろ
で
現
状
に
お
い
て
は
、
パ
リ
大
学
以
外
の
大
学
は
、

「
同
一
の
権
威
に
従
属
す
る
こ
と
な
く
、
同
一
の
点
に
集
中
す
る
こ
と
な

く
、
そ
の
方
法
は
各
地
で
異
な
っ
て
お
り
、
そ
し
て
政
府
は
そ
の
実
績
を
確
保
し
、
そ
の
運
営
を
指
導
し
、

そ
の
格
差
を
是
正
す
る
い
か

な
る
直
接
的
な
手
段
も
有
し
て
い
な
い
」
と
い
う
状
態
で
あ
り
、
こ
の
法
案
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
欠
陥
を
な
く
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

Jじi.l;24(1・89)89



説

あ(
るg。

「
教
育
は
各
地
で
画
一
的
か
つ
完
全
な
も
の
に
な
る
」
の
で
あ
り
、
特
に
、

「
帝
国
全
体
に
対
す
る
一
の
教
師
団
の
創
設
」
に
よ

っ
て
「
教
師
団
が
学
校
に
対
し
て
及
ぼ
す
影
響
、
教
師
団
に
惹
起
す
る
一
般
的
競
争
心
、

お
よ
び
そ
の
組
織
化
の
結
果
生
ず
る
原
則
と
し

号ノ為

p/fIJ 

て
の
勉
学
の
画
一
性
」
を
容
易
に
予
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

フ
ヮ
ル
ク
ロ
ワ
は
以
上
の
よ
う
に
一
般
的
な
新
し
い
法
案
の
目
的
を
説
明
し
て
か
ら
、
第
一
条
は
、
帝
国
全
体
に
お
い
て
青
少
年
の
公

教
育
を
担
当
す
る
一
の
団
体
す
な
わ
ち
帝
国
大
学
の
形
成
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
共
和
一

O

年
花
月
一
一
日
法
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
基
礎
の
上
に
四
年
来
再
建
さ
れ
た
公
教
育
の
あ
ら
ゆ
る
構
成
体
の
完
成
と
し
て
、
こ
の
教
師
団

(
9〉

の
形
成
が
提
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
公
教
育
体
系
の
最
も
強
力
な
保
障
な
の
で
あ
る
」
。
第
二
条
で
一
市

さ
れ
た
教
師
団
の
義
務
の
一
般
的
基
礎
は
、

「
従
属
が
現
行
教
育
施
設
の
最
も
弱
体
な
部
分
で
あ
る
こ
と
は
経
験
の
一
市
す
と
こ
ろ
で
あ

り
」
、

「
た
と
え
科
学
お
よ
び
文
学
の
研
究
が
二
定
の
独
立
性
を
要
求
し
て
い
る
と
し
て
も
、
学
習
と
教
育
施
設
の
正
常
な
運
営
は
ア
ナ

ー
キ
ー
で
も
っ
て
は
存
続
す
る
こ
は
で
き
ず
、
そ
し
て
各
地
位
の
義
務
を
規
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
各
人
の
権
利
を

維
持
す
る
た
め
で
あ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、

フ
ゥ
ル
ク
ロ
ワ
の
提
案
理
由
は
、
国
力
を
構
成
す
る
公
人
を
養
成
す
る
と
い
う
教
育
の
国
家
的
目
的
か
ら
教

育
に
対
す
る
国
家
の
権
利
と
義
務
を
導
き
出
し
、

そ
し
て
教
育
の
画
一
性
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、

そ
の
た
め
国
全
体
の
教

育
を
「
帝
国
大
学
L

と
い
う
名
称
を
有
す
る
教
師
団
と
い
う
一
の
権
威
に
従
属
さ
せ
る
必
要
性
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

フ
ヮ
ル
ク
ロ
ワ
の
捉
案
理
由
説
明
が
終
っ
て
か
ら
、
立
法
院
は
法
案
を
護
民
院
に
送
付
し
た
。
護
民
院
で
採
択
を
受
け
た
法
案
は
一
八

O
六
年
五
月
一

O
日
再
び
立
法
院
に
一
炭
さ
れ
た
。

五
月
一

O
日
の
立
法
院
で
は
、
護
民
院
を
代
表
し
て
フ
レ
ヴ
ィ
ル

(
司
】
勺
臥
〈
即
日

-m)

ら
れ
」
、

「
社
会
秩
序
の
改
善
に
お
け
る
大
き
な
一
歩
と
し
て
考
え

「
内
務
部
は
熱
狂
的
に
そ
の
考
え
方
を
理
解
し
た
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
立
法
院
に
お
い
て
法
案
は
賛
成
二
一

O
、
反
対

説
を
行
な
っ
た
。

フ
レ
ヴ
ィ
ル
は
「
法
案
が
護
民
院
の
内
務
部
に
よ
っ
て
」
、

北法24(1・9Q)9Q
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(
口
)

四
二
で
可
決
さ
れ
た
o

こ
の
よ
う
に
し
て
、

一
八

O
六
年
五
月
一

O
H
の
法
律
が
原
案
通
り
に
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

同

(
1
)
〉

司

w
M
ぬ
∞
仇
門
戸
円
・
宍
L
y
h
s
f
N
ぬ
口
。
一
-
な
お
、
こ
の
法
案
は
原
案
通
り
に
可
決
さ
れ
た
が
、

n
F
?
・
?
}
門
〈
・
℃
ム
ム
ー
-
に
よ
る
。

(
2
)

〉

-
M
ν
J
M
ぬ
m
h

門戸0
・?宍w同)・品{〕一

2

2
守・

(
3
)
H
E
P
-
司
会
一
-

N

作

口

o--

(
4〉

H
Z
ι
:
℃
℃
・
さ

-IAS-

(
5〉

HELWHY品。
ω

(
9
)

一zpw℃・品。
ω
・
M
刊

の

c-

(
7〉

H
r
正
・
ヲ
ム
ロ
ω
l
ムロム・

(
8〉

H
Z
L
J
匂
・
ム
口
印
、
一

B
g一-

(
9
)
F
E
w
-
y
さ
?
↓

B
E
-
-

(
叩
)
伊
豆

(け
)
H
r
F
P
-
℃
・
ム
口
?
叫
ゆ
円
。
一
-

〈
門
は
)
H
Z
L
・

一八

O
六
年
法
の
正
文
は
、

U
Z
Z
円
四
百
る
℃

プランスにおける教育の自由法理の形成

一
八

O
八
年
三
一
月
一
七
日
お
よ
び
同
年
九
月
一
七
日
の
皇
帝
デ
ク
レ
に
よ
る
「
帝
国
大
学
」
の
組
織
化

一
八

O
六
年
法
第
三
一
条
に
よ
る
と
、

「
教
師
団
の
組
織
は
、

一
八
一

O
年
の
会
期
に
、
立
法
院
に
法
律
の
形
式
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ

る
。
」
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
教
師
団
の
組
織
は
立
法
院
に
よ
っ
て
法
律
の
形
式
で
定
め
ら
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
た
。

コ
ン
セ
ィ

::!I::i.去24(1・9])91

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
新
し
い
法
案
起
草
の
基
礎
を
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
に
命
じ
た
?
皇
情
は
い
く

度
か
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
会
議
に
出
席
し
、
審
議
中
の
法
文
に
修
正
を
加
え
る
た
め
に
介
入
し
た
。
最
終
的
に
は
一
八

O
六
年
七
月
四

ユ
・
デ
タ
に
は
九
つ
の
法
案
が
付
託
さ
れ
、

日
の
会
議
で
法
案
は
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
。



説

一
八

O
六
年
法
第
三
条
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
法
案
を
立
法
院
に
提
出
す
る
こ
と

な
く
、
皇
帝
の
デ
ク
レ
と
し
て
発
布
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
一
八

O
八
年
三
月
一
七
日
に
、

学
の
組
織
に
関
す
る
デ
ク
レ
」

し
か
し
な
が
ら
最
終
的
に
は
、

一
四
四
カ
条
か
ら
な
る
「
大

さ三ふ

iiliU 

(
ロ
今
日
同
℃
C
円
窓
口
件
。
門
官
口
広
三
E
E
P

コM
E
5
5忘
〉
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
の
デ
ク
レ
は
、
三

O
カ
条

か
ら
な
る
一
八

O
八
年
九
月
一
七
日
の
「
帝
国
大
学
の
規
則
を
内
容
と
す
る
デ
ク
レ
し
(
ロ

h
R
2
8
E巾
E
E
Z
m
-
m
B
m
E
℃
。
ロ
ニ
、
C
巳

5a-片
品

H
5
1
2と
る

に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
た
。

(
1
)
円
?
の
門
戸

E
E《

Y

Q同
y
n
F
f
同
・
戸
官
・

2
M
宮
・
の

g
g丘・
0
官・

2
丹
」
℃

-Nω
吋・

(
2
)
r
cユ
B
E
L
-
-司
-
a
f
丹-一回)・
2

に
よ
る
と
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
立
法
院
に
法
案
を
か
け
る
こ
と
な
く
デ
ク
レ
と
し
て
発
布
す
る
こ
と
に
し

た
理
由
は
、
「
答
え
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
」
が
、
「
多
分
、
教
師
団
の
形
成
に
関
す
る
法
案
の
票
決
が
立
法
院
の
投
票
に
お
い
て
反
対
河
川
を
投
じ
た

四
二
名
の
議
員
の
反
対
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
て
、
方
針
の
十
分
定
ま
っ
て
彼
の
意
見
を
く
じ
く
こ
と
の
起
り
う
る
議
会
の
反
対
に
迎
遇
す
る
こ
と
の

恐
れ
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
し
て
い
る
。

(
3
)

本
デ
ク
レ
の
正
文
は
、
ロ

z
z
a芯
F

G
℃

-
n
F
?
?
V内〈

H
L
Y
M
g
a
E守・

(
4
〉
本
デ
ク
レ
の
正
文
は
、

MEFLu-ω
お
え

E
ぞ・

A 

一
八

O
八
年
三
月
一
七
日
の
皇
帝
デ
ク
レ
の
内
容

Eイ)

「
帝
国
大
学
」
に
よ
る
教
育
の
国
家
独
占
と
そ
の
一
般
的
組
織

本
デ
ク
レ
第
一
章
は
「
大
学
の
一
般
的
組
織
」
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
ま
ず
、

「
公
教
育

(巾ロ回一色

m
E
5
2門
℃
ロ
σロロ〉

は
、
帝

国
全
体
に
わ
た
り
大
学

(
C
E
2
5
-広
)

に
排
他
的
に
委
ね
ら
れ
る
。
」

(
第
一
条
)
と
い
う
規
定
に
よ
っ
て
、
教
育
が
「
大
学
」
に
よ

っ
て
独
占
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

「
帝
国
大
学
」
に
よ
る
教
育
の
独
占
は
、
学
校
を
全
部
公
立
化
す
る
こ
と
を
立
味
す
る

の
で
は
な
く
、
私
立
学
校
を
「
帝
国
大
学
」
の
口
氏
の
許
可
に
か
か
ら
せ
、
そ
れ
を
一
の
国
家
機
関
た
る
「
帝
国
大
学
」
の
中
に
統
合
す
る

北11;24(1・92)92



こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

い
か
な
る
何
ら
か
の
教
育
施
設
も
、
帝
国
大
学
の
外
で
、

「
い
か
な
る
学
校
も
、

か
つ
帝
国

大
学
の
長
の
許
可
公
正

2
8
5
)る
な
し
に
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

(
第
二
条
)
の
で
あ
る
。
ま
た
、

「
何
人
も
、
帝
国
大
学

の
構
成
員
た
る
こ
と
な
し
に
、

か
っ
そ
の
大
学
学
部
の
一
に
よ
っ
て
学
位
を
得
な
け
れ
ば
、
学
校
を
開
設
す
る
こ
と
も
、
公
的
に
教
育
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
。
」

〈
第
三
条
)
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
学
校
の
教
師
は
「
帝
国
大
学
」
の
構
成
員
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
帝
国
同
大
学
」
の
組
織
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、

「
帝
国
大
学
は
、
控
訴
院
と
同
数
の
大
学
区
公

g
&
B
Uる
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
る
。
」

(
第
四
条
)
の
で
あ
る
。
次
に
、
各
大
学
区
に
属
す
る
学
校
は
、
高
等
教
育
を
行
な
う
大
学
学
部

(
『

22rh出
)
、
中
等

教
育
を
行
な
う
リ
セ

(
戸
可
円
払
冊
目
)
、

(8-F唱
団
)
、
私
立
学
院

(
5
5
Z己
g
m〉
、
私
立
寄
宿
学
校
(
℃
巾

5
5
5
-
z
a
g

コ
レ

l
ジ
ュ

E
g〉
、
初
等
教
育
を
行
な
う
小
学
校
(
宮
吾
巾
出
品

8
-
2・品
8
-
g
℃
吋
即
日
己
完
る
で
あ
る
(
第
五
条
)
。

同
門

高
等
教
育
を
行
な
う
大
学
学
部
は
、

「
科
学
を
深
く
窮
め
る
こ
と
お
よ
び
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
」
を
任
務
と
し
(
第
五
条
一
号
)
、

フラ γスにおける教育の自由法理の形成

神
学
部
、
法
学
部
、
医
学
部
、
数
学
・
物
理
学
部
、
文
学
部
の
五
つ
の
学
部
が
あ
る
(
第
六
条
)

0

「
古
語
、
歴
史
、
修
辞
学
、
論
理
学
お
よ
び
数
学
・
物
理
学
の
基
本
」
を
教
え
る
国
の
公
施
設
た
る
リ
セ
、

士
口
一
古
川
の

中
等
教
育
は
、

基
本
お
よ
び
歴
史
と
科
学
の
基
本
原
則
」
を
教
え
る
市
町
村
立
中
学
校
た
る
コ
レ

1
ジ
ュ
、
個
人
教
師
に
よ
っ
て
開
設
さ
れ
る
学
校
で
コ

レ
1
ジ
ュ
と
同
等
の
教
育
を
行
な
う
私
立
学
院
、
個
人
教
師
に
よ
っ
て
開
設
さ
れ
学
院
よ
り
下
位
の
教
育
を
行
な
う
私
立
寄
宿
学
校
の
四

つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
学
校
で
行
な
わ
れ
る
。

初
等
教
育
を
行
な
う
小
学
校
は
、

「
読
み
書
き
お
よ
び
算
術
の
初
歩
を
学
ぶ
」
だ
け
で
あ
り
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
帝
政
期
の
立
法
は
小
学
校

に
つ
い
て
特
に
規
定
す
る
こ
と
な
く
、
執
政
政
府
期
の
立
法
が
存
続
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
学
校
は
無
償
で
も
、
義
務
的
で
も
な

し、。
(ロ}

「
帝
国
大
学
」
の
行
政
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説

「
帝
国
大
学
」
の
行
政
は
、
中
央
行
政
、
大
学
区
行
政
お
よ
び
知
事
行
政
に
分
か
れ
る
。

付

中
央
行
政

=O:b. 
d岡

「
帝
国
大
学
」
の
頂
点
に
は
、
大
学
総
長
(
の

E
E
L宮
山
門
可
巾
)
、
大
学
書
記
官

((UER己
ぽ
る
お
よ
び
大
学
財
務
官

(
叶
円
払
印
。
ユ
巾
円
)

の
三
つ
の
官
職
が
置
か
れ
る
。
こ
の
三
つ
の
官
職
は
皇
帝
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、

か
っ
罷
免
さ
れ
る
(
第
五

O
条
お
よ
び
第
六
五
条
)
。

大
学
総
長
の
主
な
権
限
は
、

「
大
学
」
の
行
政
お
よ
び
教
育
職
員
の
任
命
と
教
師
団
の
昇
進
を
行
な
い
(
第
五
一
条
)
、

リ
セ
の
給
費
生

を
任
命
し
(
第
五
三
条
)
、
学
校
開
設
の
許
可
を
与
え
(
第
五
四
条
)
、
学
校
、
大
学
の
官
吏
、
教
師
団
構
成
員
の
昇
進
の
一
覧
表
を
毎

年
皇
帝
に
提
出
し
(
第
五
五
条
)
、
大
学
構
成
員
の
懲
罰
を
行
な
い
(
第
五
七
条
)
、
各
学
校
に
規
律
を
定
め
た
規
則
を
与
え
(
第
六

O

条
)
、
大
学
評
議
会

(
(
U
C

ロ
お
ニ
号

-
d巳
2
2広
)

曹
を
石
集
、
主
宰
し
、
そ
の
構
成
員
を
任
命
し
(
第
六
一
条
)
、
各
学
校
の
収
支
決

算
書
の
提
出
を
受
け
、
そ
れ
を
大
学
評
議
会
に
提
出
す
る
(
第
六
二
条
)
こ
と
で
あ
る
。

大
学
書
記
官
は
、

「
大
学
」
の
記
録
お
よ
び
官
印
を
管
理
す
る
(
第
六
七
条
)
の
で
あ
る
。

「
大
学
」
の
行
政
任
務
を
担
当
し
、

大
学
財
務
官
は
、

「
大
学
」
の
す
べ
て
の
財
政
問
題
を
担
当
し
、
特
に
大
学
の
収
支
を
担
当
す
る
(
第
六
八
条
)

の
で
あ
る
。

大
学
評
議
会
は
コ
一

O
名
の
構
成
員
よ
り
な
る
(
第
六
九
条
〉
。

一
O
名
は
終
身
評
議
員

T
2
3
-
-
m
g
u

J

ふ
る
で
、
そ
の
う
ち
六
名

は
視
学
官
(
百
回
匂
2
Z
5る
か
ら
、

四
名
は
大
学
区
総
長

か
ら
皇
帝
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
。

(
第
七

O
条
一
項
)

o

二

(
円
巾

n
gロ
吋
印
)

O
名
は
通
常
評
議
員

(
8ロ
月
三
巾
g
o
E
F
E
F門
司
印
)

で
、
視
学
官
、
学
部
長
お
よ
び
学
部
教
授
、

リ
セ
校
長
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
る
(
第

七
O
条
二
項
)
。
通
常
評
議
員
は
任
期
一
年
で
、
大
学
総
長
が
任
命
す
る
(
第
七
一
条
〉
。

大
学
評
議
会
は
少
な
く
と
も
週
二
回
開
催
さ
れ
る
(
第
七
四
条
)
。
大
学
評
議
会
の
任
務
は
、
大
学
の
行
政
、
規
律
お
よ
び
教
育
に
関

し
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
段
階
の
学
校
の
規
則
お
よ
び
規
約
集
を
審
議
し
(
第
七
六
条
)
、
学
部
、

リ
セ
お
よ
び
コ
レ

l
ジ
ュ
の
内

部
秩
序
、
経
理
お
よ
び
一
般
行
政
に
関
す
る
す
べ
て
の
問
題
を
審
議
し
、
こ
れ
ら
学
校
の
予
算
を
決
定
し
(
第
七
七
条
)
、
大
学
構
成
員
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の
退
職
(
広
町
2
5巾
)
お
よ
び
免
職

(
円
安
出
国
立
。
ロ
〉

リ
セ
お
よ
び
コ
レ

l
ジ
ュ
の
教
科
書

に
よ
る
懲
戒
処
分
を
決
定
し
(
第
七
九
条
)
、

お
よ
び
図
書
館
所
蔵
書
を
許
可
し
(
第
八

O
条
)
、
視
学
官
の
報
告
を
受
け
る
(
第
八
一
条
)
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

大
学
総
視
学
官
(
吉
田
宮
2
2
5
1忠
E
口同

r-己
ロ

-52Hb)
は
、
大
学
総
長
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
(
第
九

O
条
)
、
大
学
学
部
、

リ
セ
お
よ
び
コ
レ

l
ジ
ュ
を
視
察
し
、
教
育
、
行
政
お
よ
び
経
理
を
監
督
す
る
任
務
を
有
し
て
い
る
(
第
九
一
条
)
。

同

大
学
区
の
行
政

控
訴
院
と
同
数
の
大
学
区
が
存
在
す
る
。
各
大
学
医
の
頂
点
に
は
、
大
学
区
総
長

(
5
2
2『
)
、
大
学
区
視
学
官
(
同
日
宮
3
2
5
q白
l

g
L
b
S
F巾
)
お
よ
び
大
学
区
評
議
会
(
円
。
ロ
∞
巾
戸
出
口
出
宏

B
Z
E〉
が
置
か
れ
る
。

大
学
区
総
長
は
任
期
五
年
で
、
大
学
総
長
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
(
第
九
四
条
)

0

大
学
区
総
長
の
主
な
任
務
は
、
学
部
長
、

リ
セ
校

(二ヰ

長
お
よ
び
コ
レ
1

ジ
ュ
校
長
の
報
告
を
受
け
て
、
こ
れ
ら
学
校
の
行
政
を
指
導
し
(
第
九
七
条
)
、
大
学
医
視
学
官
に
よ
っ
て
、
特
に
コ

フランスにおける教育の自由法理の形成

レ
1
ジ
ュ
、
私
立
学
院
お
よ
び
私
立
寄
宿
学
校
を
視
察
、
監
督
さ
せ
る
(
第
九
八
条
)
こ
と
で
あ
る
。

大
学
区
視
学
官
は
大
学
区
総
長
の
推
薦
に
基
っ
き
大
学
総
長
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、

そ
の
任
務
は
、

ゴ
レ

l
ジ
ュ
、
私
立
学
院
、
私
立

寄
宿
学
校
お
よ
び
小
学
校
の
訪
問
と
視
察
を
行
な
う
こ
と
で
あ
る
(
第
九
三
条
)

0

大
学
区
評
議
会
は
、
大
学
総
長
よ
り
選
任
さ
れ
る
一

O
名
の
構
成
員
よ
り
な
る
(
第
八
五
条
)
。
大
学
区
評
議
会
は
大
学
区
総
長
に
よ

っ
て
主
宰
さ
れ
、
少
な
く
と
も
月
二
回
開
催
さ
れ
る
(
第
八
六
条
)
。
大
学
区
評
議
会
の
任
務
は
、
大
学
区
の
学
校
の
状
態

学
校
の
規

律
、
経
済
的
管
理
ま
た
は
教
育
に
お
い
て
起
こ
り
う
る
濫
用
、
学
校
に
関
す
る
争
訟
事
件
、
大
学
府
成
員
の
懲
戒
、

リ
セ
お
よ
び
コ
レ

l

ジ
ュ
の
会
計
検
査
を
扱
う
こ
と
で
あ
る
(
第
八
七
条
)

0

事

矢口

1J 

政

同
H知

事
行
政
は
リ
セ

コ
レ

l
ジ
ュ
、
私
立
学
院
お
よ
び
私
立
寄
宿
学
校
に
対
し
て
行
使
さ
れ
る
監
督
権
を
有
す
る
。
副
知
事
は
こ
の
監
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説

督
権
を
行
使
す
る
た
め
に
知
事
に
よ
っ
て
委
任
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
学
校
教
員
は
執
政
政
府
期
の
一
八

O
二
年
法
に
よ
っ
て
市

町
村
当
局
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
の
で
、
知
事
は
教
員
に
関
す
る
審
議
に
賛
成
ま
た
は
反
対
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

号《‘
iimJ 

付

「
帝
国
大
学
」
に
お
け
る
教
育
内
容
の
特
色

「
帝
国
大
学
」
の
す
べ
て
の
学
校
は
そ
の
教
育
の
基
礎
と
し
て
「

ωカ
ト
リ
ッ
ク
宗
教
の
教
え
(
官
公
告
芯
品
、
向
皇
倍
、
人
民
の
幸

お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
統
合
と
諸
憲
法
に
よ
っ
て
宣
言
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
自
由
主
義
忠
惣
の
保
持
者
た
る

福
の
受
託
者
た
る
帝
国
君
主
制
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
王
朝
へ
の
忠
誠
、

ω教
育
の
画
一
性
と
い
う
目
的
を
有
し
、
か
つ
国
家
の
た
め
に
彼
ら
の
宗
教
、
彼
ら
の
君
主
、
彼
ら
の
机

国
お
よ
び
彼
ら
の
家
族
に
愛
着
を
持
っ
た
市
民
を
養
成
す
る
こ
と
を
目
ざ
す
教
師
団
の
規
約
へ
の
服
従
、
川
刊
す
べ
て
の
神
学
の
教
授
が
、

一
六
八
二
年
の
フ
ラ
ン
ス
聖
職
者
の
宣
言
の
中
に
あ
る
四
つ
の
提
言
に
関
す
る
一
六
八
二
年
の
勅
令
の
規
定
に
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
こ
と
(
第
八
三
条
)
を
置
い
て
い
る
。

「
帝
国
大
学
」
の
教
育
内
容
の
第
一
の
特
色
は
、
教
育
の
基
礎
と
し
て
、

「
カ
ト
リ
ッ
ク
宗
教
の
教
え
」
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
教

-
T
古
る
と
い
う
言
葉
の
代
り
に
「
キ
リ
ス
ト
教
」

(
円
巾

C
m
F
C
ロロエプ。

(
1
)
 

(
H
m
-
釘
芯
ロ
岳
町
弘
巳
巾
ロ
ロ
巾
〉
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

育
と
教
会
と
の
協
力
関
係
を
樹
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。

コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
原
案
で
は

「
カ
ト
リ
ッ
ク
宗
教
」

「
カ
ト
リ
ッ

グ
宗
教
」
に
代
え
た
こ
と
に
対
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
か
ら
は
、

「
カ
ト
リ
ッ
ク
宗
教
」
を
「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
う
宅
同
業
と
同
じ

意
味
に
理
解
す
る
こ
と
が
要
望
さ
れ
、
結
局
、
良
心
の
自
由
の
尊
況
か
ら
第
三
八
条
の
規
定
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
は
適
用
さ
れ
な
い
こ

ナ
ポ
レ
オ
ン
が
宗
教
に
公
教
育
に
お
い
て
一
の
主
要
な
地
位
を
与
え
た
の

(
2
)
 

は
、
信
仰
上
の
理
由
か
ら
で
は
な
く
、
世
俗
的
観
点
か
ら
そ
の
結
果
生
ず
る
効
用
を
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

と
が
約
束
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
グ
リ
モ
オ
の
指
摘
に
よ
る
と
、

「E
帝
国
大
学
」
の
教
育
内
総
廿
の
第
二
の
特
色
は
、

「
皇
帝
、
帝
国
君
主
制
お
よ
び
ナ
ポ
レ
オ
ン
王
朝
へ
の
忠
誠
」
を
教
育
の
基
礎
に
し

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
革
命
期
の
公
教
育
計
画
で
は
共
和
主
義
的
原
則
が
公
教
育
の
基
礎
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

」
の
よ
う
に
現
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に
権
力
を
有
す
る
政
府
と
学
校
と
の
問
の
忠
誠
関
係
を
樹
立
し
た
の
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
「
帝
同
大
学
」
が
始
め
て
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

ポ
レ
オ
ン
公
教
育
構
想
の
国
家
主
義
的
性
格
の
基
礎
に
あ
る
の
は
、
皇
帝
お
よ
び
そ
の
王
朝
に
対
す
る
個
人
的
性
格
を
有
す
る
忠
誠
関
係

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
公
教
育
の
国
家
へ
の
従
属
は
、
皇
帝
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
大
学
総
長
を
頂
点
と
す
る
中
央
集
権
的
な
管
理
機
構

に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
月
一
七
日
の
皇
帝
デ
ク
レ
が
発
布
さ
れ
た
と
き
に
、
同
デ
ク
レ
の
第
三
八
条
を
補
完
す
る
小
冊
子
『
帝
国
教
理
問
答
』

(
3
)
 

即日巾

-
B日)今
5
3
が
出
版
さ
れ
皇
帝
お
よ
び
皇
帝
の
家
族
に
対
し
て
子
供
が
果
す
べ
き
義
務
の
詳
細
が
定
め
ら
れ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
白

(
(
リ
田
広
三
ユ

己
の
権
威
を
宗
教
的
か
つ
教
義
的
に
認
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

「
帝
国
大
学
」
に
お
け
る
教
育
内
容
の
第
三
の
特
色
は
、
教
育
方
法
の
画
一
性
で
あ
る
。
ま
ず
、
大
学
総
長
が
大
学
評
議
会
に
各
種
の

{斗

学
校
に
配
分
さ
れ
る
教
育
段
階
を
審
議
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
大
学
総
長
は
大
学
評
議
会
に
、
教
育
が
帝
国
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
お
い

フランスにおける教育の自由法理の形成

て
可
能
な
限
り
画
一
的
に
配
分
さ
れ
、

そ
し
て
よ
き
学
習
に
有
用
な
競
争
心
が
確
立
さ
れ
る
よ
う
に
、
各
種
の
学
校
に
配
分
さ
れ
る
べ
き

教
育
段
階
に
関
す
る
問
題
を
審
議
さ
せ
る

O
L

(
第
一

O
六
条
〉
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、

「
大
学
評
議
会
は
、
生
徒
の
手
中
に
置
か
れ
、

ま
た
は
置
か
れ
る
べ
き
教
科
書
を
承
認
ま
た
は
拒
否
す
る
。
」

(
第
八

O
条
)
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
師
は
大
学
評
議
会
に
よ
っ
て
選
定
さ

れ
る
教
科
書
を
使
用
す
る
の
で
あ
る
。
教
育
の
画
一
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、

「
帝
国
大
学
」
の
構
成
員
に
、

「
帝
国
大
学
」
の
原
則
に

違
反
す
る
者
を
密
告
す
る
義
務
を
課
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
帝
国
大
学
の
構
成
員
は
、
諸
公
教
育
施
設
に
お
い
て
教
師
団
の
教
説
お

よ
び
諸
原
則
に
反
す
る
と
知
っ
た
こ
と
を
す
べ
て
、
大
学
総
長
お
よ
び
そ
の
官
吏
に
報
告
す
る
義
務
を
有
す
る
。
」

う
こ
と
で
あ
る
。

(
第
四
六
条
)
と
い

以
上
の
よ
う
に
「
帝
国
大
学
」
の
教
育
内
容
の
特
色
は
、
公
教
育
の
基
礎
に
宗
教
お
よ
び
政
府
を
杭
き
、

か
っ
、
そ
の
教
育
方
法
が
岡

一
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ナ

北法24(1・97)97



説

(
1
)
 

(
2
)
 

(
3〉

円、.。ユヨ山口ハ
r
c℃・

nF丹
J
同
・

-
t
w

七
∞
印
。
昨
日
己
〈
-

H
ゲ
F
L
・
-
同

y
∞国

][寸

F
L・
-
同
】
∞
山
内
仲
間
C
M〈・

'E:P-為
01倒

ぬ

「
帝
国
大
学
」
の
竹
理
者
の
任
命

「
帝
国
大
学
」
の
創
設
に
関
し
て
フ
ゥ
ル
ク
ロ
ワ
が
大
き
な
役
割
を
果
し
た
が
、
大
学
総
長
に
任
命
さ
れ
な
か
っ
た
。

フ
ゥ
ル
ク
ロ
ワ

は
革
命
期
の
人
間
と
し
て
国
民
公
会
の
公
教
育
作
業
の
組
識
者
の
一
人
で
あ
り
、
彼
自
身
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
は
な
く
、
聖
職
者
の
影
山
柳
川

か
ら
独
立
し
た
公
教
育
を
考
え
て
い
た
。
し
た
が
っ
て

フ
ク
ル
ク
ロ
ワ
は
一
八

O
八
年
三
月
一
七
日
の
皇
帝
デ
ク
レ
第
三
八
条
に
よ
っ

て
「
カ
ト
リ
ッ
ク
宗
教
の
教
え
」
が
教
育
の
基
礎
と
定
め
ら
れ
た
こ
と
と
適
合
し
な
い
こ
と
に
な
り
、

の
げ
長
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
を
起
用
す
る
こ
と
を
考
え
た
。
そ
こ
で
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、

(
2〉

一
八

O
八
年
三
月
一
七
日
の
皇
帝
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
、
立
法
院
議

「
帝
国
大
学
」

長
で
あ
る
フ
ォ
ン
タ
l
ヌ

ヴ
ィ
ラ
レ

(
〈
丘
町

E
C
司
教
が
大
学
書
記
官
に
、
デ
ラ
ン
プ
ル

(
U乙
同
日
l

(m，
oロ
窓
口
巾
印
〉
が
大
学
総
長
に

寸
円
巾
)
が
大
学
財
務
官
に
任
命
さ
れ
た
。

フ
ォ
ン
タ

l
ヌ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
り
、
文
学
者
と
し
て
の
才
能
を
有
し
て
い
た
。

フ
ォ
ン

タ
l
ヌ
の
大
学
総
長
と
し
て
の
選
任
は
哲
学
者
述
に
対
す
る
宗
教
的
党
派

Q
R己

R
E
m
-
2
C
の
勝
利
を
一
不
す
も
の
で
あ
る
と
、

(

日

)

ィ
ユ
は
指
摘
し
て
い
る
。
フ
ォ
ン
タ

l
ヌ
は
一
八
一
五
年
二
月
一
五
日
に
大
学
総
長
職
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
職
に
と
ど
ま
っ
た
。

ポ
ン
テ

大
学
評
議
会
の
一

O
名
の
終
身
評
議
員
に
は
、
大
革
命
の
人
間
は
一
人
も
お
ら
ず
、

旧
ア
レ
(
〉
]
巳
印
)
司
教
ド
・
ボ
セ
(
口
町
回
出

5
8同

)

サ
ン
H

シ
ュ
ル
ピ
ス

(ω2Elω
ロ
ザ
戸
口
巾
〉
修
道
会
長
エ
メ
リ
ィ

(
開

B
R己
の
よ
う
な
聖
職
者
や
著
名
な
哲
学
者
ド
・
ボ
ナ

1
ル

切
。

E
E
)
が
任
命
さ
れ
た
。
大
学
評
議
会
通
常
評
議
員
、
総
視
学
官
、
大
学
区
総
長
の
大
多
数
も
熱
心
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
「
帝
国
大
学
」
は
、
単
に
そ
の
教
育
の
基
礎
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
宗
教
の
教
え
を
問
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
大
学
総
長

北11;24(1・98)98
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を
は
じ
め
と
す
る
大
学
行
政
の
管
理
者
を
カ
ト
リ
ッ
グ
教
徒
で
固
め
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
他
方
実
際
に
生
徒
に
教
育
を
行
な
う
教
師
に

つ
い
て
は
、
大
学
の
管
理
者
が
望
ん
だ
よ
う
な
宗
教
的
精
神
を
持
っ
た
教
師
を
十
分
集
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

(
4
v
 

い『
h
v
o

r、f¥fヘ f¥

4 3 2 1 
¥】ノ ¥ーノ 、ーノ ¥】ノ

以
下
、
「
の
ユ
E
E
L
-
告
-
丘
一
-
庁
一
円
以
一
一
目

。5肩円
四
庁
F

O
旬
・
円
M

昨
:
ヶ
》
ハ
〈
戸
間
)
-
N〕
w
A
E

明
，
・
H
μ
D
=
丹
角
川
同
ア

G
℃
・
門
広
・
・
同
y
-
一ω
プ

円。
-EEL--司
-
n
F
?
?
H〈
泊
甘
-
一
四
日
・

内

閣

件

皆

H

F

〈
・
一
明
・
司
C
D
丹

E
ケ

0
同
》
三
円
J

司
一
一
~
∞
伺
丹
印
戸
岡
戸
〈
-

一
八
一
一
年
一
一
月
一
五
日
の
皇
帝
デ
ク
レ

(斗

モイ)

一
八
一
一
年
一
一
月
一
五
日
皇
帝
デ
グ
レ
の
制
定

フランスにおける教育の自由法理の形成

一
八

O
八
年
三
月
一
七
日
の
皇
帝
デ
ク
レ
に
よ
る
「
帝
国
大
学
」
の
規
制
は
、

さ
な
か
っ
た
o

そ
こ
で
主
と
し
て
二
つ
の
理
由
か
ら
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
皇
帝
が
期
待
し
た
よ
う
な
結
果
を
生
み
出

一
八

O
八
年
の
デ
ク
レ
に
対
す
る
根
本
的
な
修
正
が
は
か
ら
れ
叫
。
第
一
に
は
、

皇
帝
が
教
師
団
の
組
織
を
強
化
し

「
帝
国
大
学
」

へ
の
私
立
学
校
の
従
属
を
よ
り
厳
格
な
方
法
で
確
保
し
よ
う
と
望
ん
だ
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
と
り
わ
け
中
等
教
育
に
関
し
て
考
慮
さ
れ
た
こ
と
で
、

リ
セ
お
よ
び
コ
レ
1

ジ
ュ
に
関
し
て
は
大
多
数
の
教
師
の
知
的
、
道

徳
的
貧
弱
さ
が
あ
り
、

ま
た
私
立
学
院
や
私
立
寄
宿
学
校
に
は
皇
帝
の
支
配
が
必
ず
し
も
及
ん
で
い
な
か
っ
た
。
第
二
に
は
、
親
が
私
立

学
校
の
方
を
選
び
、

リ
セ
お
よ
び
コ
レ
l
ジ
ュ
が
失
敗
し
た
こ
と
を
皇
帝
は
確
認
し
た
こ
と
で
あ
る
。

「
帝
国
大
学
し
の
組
織
を
補
完
す
る
た
め
に
「
帝
国
大
学
」
に
つ
い
て
の

報
告
を
提
出
す
る
よ
う
内
務
大
臣
お
よ
び
大
学
総
長
に
指
示
し
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
小
神
学
校

Q
E
Z
m
m
B吉
田
町
与
を
県
一
校
に
限
定

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
一
八
一

O
年
九
月
二
七
日
に
覚
書
を
出
し
、

~Ut;24Cl ・ 99)99



説

し
、
各
校
に
は
一

O
O名
の
生
徒
し
か
受
け
入
れ
な
い
と
い
う
案
を
考
え
て
い
た
。
大
学
評
議
会
は
審
議
に
あ
た
っ
て
、
小
神
学
校
を
各

県
一
一
校
に
限
定
す
る
の
は
厳
格
す
ぎ
る
と
考
え
て
、
そ
れ
を
緩
和
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
皇
帝
は
再
び
小
科
学
校
の
数
を
各
県

Zごh-
!IfflJ 

-
校
に
す
る
こ
と
を
指
示
し
た
。
大
学
評
議
会
は
こ
の
皇
帝
の
指
示
に
し
た
が
っ
た
が
、

「
教
区
の
必
要
性
が
そ
れ
以
上
要
求
し
て
い
る

こ
と
が
大
学
総
長
に
証
明
さ
れ
た
場
合
を
除
い
て
」
と
い
う
例
外
を
設
け
た
。

コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
も
小
神
学
校
を
各
県
一
校
に
限
定
す

る
こ
と
を
認
め
た
が
、
例
外
的
に
、
絶
対
的
な
必
要
性
が
あ
る
場
合
に
は
二
校
認
め
、

か
つ
リ
セ
が
設
置
さ
れ
て
い
る
都
市
以
外
に
は
県

小
神
学
校
を
設
慌
し
う
る
こ
と
を
認
め
た
。
し
か
し
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
こ
の
よ
う
な
例
外
を
廃
止
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、

一
八
一
一
年
三
月
か
ら
準
備
さ
れ
た
デ
ク
レ
は
、

一
八
一
一
年
一
一
月
一
五
日
の
「
大
学
体
制
に
閲
す
る
デ
ク
レ
」

(
o
h
2
2
8
5
2
5
E
F
広
m
-
S巾
舟
で
巴
巳
2
a
p
h
)
と
し
て
発
布
さ
れ
た
。

'"〆戸、
2 1 
、、ノ ¥J

「
の
コ
E
R
ぇ
-

C
℃・巳仲
w

門
宅
・
同
》

ω
2
・

本
デ
ク
レ
の
正
文
は
、

o
z
z円

m-2
・
8
・
2
7
丹

沢

ZHH-
℃
・
昌
広
告
=
・

伸

一
八
一
一
年
の
デ
ク
レ
の
内
容

一
八
一
一
年
の
デ
ク
レ
は
全
一
九
三
カ
条
か
ら
な
っ
て
お
り
、

一
八

O
八
年
一
二
月
一
七
日
の
デ
ク
レ
を
補
完
す
る
と
共

一
方
で
は
、

に
、
他
方
で
は
、
そ
れ
を
修
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
八
一
一
年
の
デ
ク
レ
は
主
た
る
目
的
を
二
つ
有
し
て
い
る
。
第
一
に
は
、
公
立
学

校
た
る
リ
セ
お
よ
び
コ
レ

l
ジ
ュ
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
、
私
立
学
院
お
よ
び
私
立
寄
宿
学
校
に
規
制
を
加
え
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に

は
、
小
神
学
校
を
「
帝
国
大
学
」
の
権
威
の
下
に
悶
く
こ
と
で
あ
る
。

第
一
の
私
立
学
院
お
よ
び
私
立
寄
宿
学
校
の
規
制
は
、
こ
れ
ら
の
学
校
が
リ
セ
ま
た
は
コ
レ

l
ジ
ュ
が
置
か
れ
て
い
る
市
町
村
に
設
置

さ
れ
て
る
か
、
あ
る
い
は
リ
セ
ま
た
は
コ
レ

l
ジ
ュ
が
な
い
市
町
村
に
設
置
さ
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。

一
人

O
八
年
の
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デ
グ
レ
は
私
立
学
院
と
コ
レ

l
ジ
ュ
と
の
教
育
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
。

一
八
一
一
年
の
デ
グ
レ
に
よ
る
と
、
私
立
学
院
の
教
育
内

容
に
つ
い
て
、

リ
セ
ま
た
は
コ
レ
!
ジ
ュ
を
有
し
な
い
都
市
に
設
置
さ
れ
た
私
立
学
院
は
、

ハ
7
5
5
間
三
広
明
)

コ
レ

l
ジ
ュ
の
古
典
学
級

以
上
を
教
え
る
こ
と
が
で
き
ず
(
第
一
五
条
一
項
て

リ
セ
ま
た
は
コ
レ
!
ジ
ュ
を
有
す
る
都
市
に
設
置
さ
れ
て
い
る
私
立
学
院
は
、
「
リ

セ
ま
た
は
コ
レ
!
ジ
ュ
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
教
育
の
一
部
分
と
な
っ
て
い
な
い
基
本
要
素
」
し
か
教
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
〈
同
条
ニ

項
)
よ
う
に
限
定
さ
れ
た
。
私
立
寄
宿
学
校
の
教
育
内
容
は
、
リ
セ
ま
た
は
コ
レ

1
ジ
ュ
を
有
し
な
い
都
市
で
は
「
文
法
学
級
お
よ
び
算

術
お
よ
び
幾
何
の
基
礎
以
上
の
教
育
」
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
ず
(
第
一
六
条
一
一
項
)
、
リ
セ
ま
た
は
コ
レ
1

ジ
ュ
を
有
す
る
都
市
で

は
、
算
術
お
よ
び
幾
何
の
基
礎
を
含
め
た
文
法
学
級
ま
で
の
リ
セ
ま
た
は
コ
レ

l
ジ
ュ
の
授
業
の
復
習
の
み
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る

(
同
条
二
項
)
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
私
立
学
院
お
よ
び
私
立
寄
宿
学
校
の
生
徒
は
リ
セ
ま
た
は
コ
レ

l
ジ
ュ
の
授
業
を
受
け
な
け
れ
ば

同

な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
私
立
学
院
お
よ
び
私
立
寄
宿
学
校
の
教
育
は
全
く
二
次
的
な
も
の
に
な
っ
て
、
中
等
教
育
に
お
い
て
私

フランスにおける教育の自由法理の形成

立
学
校
は
独
自
の
意
義
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
私
立
学
校
は
、
寄
宿
生
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
、

リ
セ
ま
た
は

コ
レ

l
ジ
ュ
の
寄
宿
生
が
満
席
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
し
か
、
九
歳
以
上
の
寄
宿
生
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
(
第
一

九
条
)
。
さ
ら
に
、
私
立
学
院
お
よ
び
私
立
寄
宿
学
校
の
生
徒
は
、
リ
セ
の
制
服
を
着
用
す
る
こ
と
が
義
務
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
(
第

二
一
条
)
。

第
二
の
小
神
学
校
(
中
等
教
会
学
校
)

に
対
す
る
規
制
は

一
方
で
は
、
そ
れ
を
「
帝
国
大
学
」
の
中
に
組
み
入
れ
る
と
共
に
、
他
方

で
は
、
そ
の
数
を
厳
格
に
限
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
聖
職
者
を
養
成
す
る
た
め
の
中
等
学
校
は
す
べ
て
、

つ
帝
国
大
学
に
よ
っ

(
第
二
五
条
)

て
統
治
さ
れ
」
、

「
帝
国
大
学
に
よ
っ
て
の
み
組
織
さ
れ
、
帝
国
大
学
の
権
威
の
下
に
の
み
運
営
さ
れ
う
る
」

の
で
あ

る
。
中
等
教
会
学
校
合

g-2
月

g
E即

日
叶

2
2己
主
白
色
宮
町
田
〉
の
規
則
は
「
大
学
総
長
の
提
案
に
基
づ
き
大
学
評
議
会
に
よ
っ
て
作
成

さ
れ
る
」

(
第
一
一
六
条
)

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
学
校
の
教
師
も
「
帝
国
大
学
L

の
構
成
員
と
な
る
(
第
二
五
条
)

0

さ
ら
に
、
中
等
教

北法24(1・1(1)101



説

会
学
校
の
生
徒
は
リ
セ
ま
た
は
コ
レ

l
ジ
ュ
の
授
業
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
、
中
等
教
会
学
校
の
数
は
各
県
一
校

に
限
定
さ
れ
、
存
続
す
る
学
校
は
大
学
総
長
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
る
(
第
二
七
条
)

の
で
あ
る
o

そ
し
て
、
中
等
教
会
学
校
は
リ
セ
ま
た

き子t-

白nu

は
コ
レ

l
ジ
ュ
を
有
す
る
都
市
に
し
か
置
か
れ
ず
(
第
二
八
条
)
、
農
村
部
に
は
置
か
れ
な
い
(
第
二
九
条
)

O

廃
止
さ
れ
る
教
会
学
校

の
建
物
お
よ
び
財
産
は
大
学
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
、
公
立
学
校
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
(
第
二
一

O
条
)
。

第
三
節

復
古
王
政
期
に
お
け
る
「
帝
国
大
学
」
に
よ
る
教
育
の
国
家
独
占
の
維
持
(
一
八
一
四
年
五
月
|
一
八
三

O
年
七
月
)

一
八
一
四
年
四
月
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
皇
帝
は
退
任
し
て
、
同
年
五
月
に
ル
イ
一
八
世
が
即
位
し
た
。

ル
イ
一
八
世
は
早
速
憲
法
の
作
成
に

取
り
か
か
り

五
月
一
八
日
に
起
算
委
員
会
を
構
成
し
た
。
ダ
ン
プ
レ

の
主
宰
の
下
に
、
三
一
名
の
王
の
側
近
、
九
名
の

(
円
)
白
日

σ
E可
〉

元
老
院
議
員
お
よ
び
九
名
の
立
法
院
議
員
が
任
命
さ
れ
た
。
起
算
委
員
会
は
、
憲
法

(
円
。
ロ
∞
己
叶
ロ
己
。
ロ
)

と
い
う
一
言
葉
が
国
の
代
表
者
の

投
票
を
前
提
に
す
る
も
の
と
考
え
て
、
憲
法
と
い
う
名
称
を
つ
け
る
こ
と
を
拒
否
し
て
、
最
終
的
に
は
憲
章
(
岳
民
ぽ

8
5
E
5
5ロロ乙
i

z
と
い
う
表
現
を
使
用
す
る
こ
と
に
し
勺
と
い
う
の
は
、
霊
平
と
い
う
言
葉
は
か
つ
て
国
王
に
よ
っ
て
そ
の
臣
下
に
子
え
ら
れ
た
議

(
2〉

渡
(
円
。
ロ
B
E
5ロ
与
を
示
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
一
八
一
四
年
六
月
四
日
の
憲
章
が
国
王
に
よ
っ
て

欽
定
憲
法
と
し
て
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
神
聖
な
る
神
が
朕
を
長
期
に
わ
た
る
不
在
の
後
に
、
朕
の
国
家
に
呼
び
戻
さ
れ
、
朕
に
大
な
る
義
務

(
3
)
 

を
課
さ
れ
た
」
と
い
う
言
葉
で
始
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
、
最
も
純
粋
な
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
精
神
の
中
に
あ
っ
た
。

一
八
一
四
年
憲
章
の
前
文
は
、

し

か

し

他

方
、
憲
法
本
文
第
一
章
は
「
フ
ラ
ン
ス
人
の
公
権
」
と
い
う
標
題
を
も
っ
て
人
権
の
基
本
的
部
分
を
承
認
し
て
お
り
、

フ
ラ
ン
ス
作
品
h
A
W

の

足
跡
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
人
権
と
は
、
法
律
の
下
の
平
等
(
第
一
条
)
、
租
税
の
前
の
平
等
(
第
二
条
)
、
公
職
就
任
の
平
等
(
第
一
一
一

条
〉
、
人
身
の
自
由
(
第
四
条
)
、
信
教
の
自
由
(
第
五
条
)
、
出
版
の
白
由
(
第
八
条
)
、
所
有
権
の
不
可
侵
(
第
九
条
〉
で
あ
る
。
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た
だ
し
信
教
の
自
由
に
つ
い
て
は
第
六
条
で
、
「
カ
ト
リ
ッ
ク
的
・
教
皇
的
か
つ
ロ
!
?
的
宗
教
が
国
家
の
宗
教
で
あ
る
」

て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
国
教
と
し
て
い
る
点
に
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
足
跡
を
残
す
も
の
で
あ
る
。

一
八
一
四
年
憲
章
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
復
帰
に
よ
っ
て
一
時
期
中
断
し
た
が
、
一
八
一
五
年
六
月
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ワ

l
テ
ル
ロ
ー
で
の

敗
北
に
よ
っ
て
、
再
び
一
八
一
四
年
憲
章
、
が
施
行
さ
れ
た
。

結
局
、
一
八
一
四
年
憲
章
は
「
少
な
く
と
も
部
分
的
に
再
建
し
よ
う
と
し
た
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
、
大
革
命
よ
り
生
ま
れ
た
新

【

4
V

し
い
社
会
の
必
要
と
の
聞
の
矛
盾
」
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
復
帰
に
よ
る
第
一
復
古
王
政
の
失
墜
の
原
因
に
な
る
と
同

時
に
、
一
八
二
一

O
年
の
七
月
革
命
に
よ
る
第
二
復
古
王
政
の
失
墜
の
原
因
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

と

規

定

し

(斗

(
1
)

司
-
F
ω
E
w
F
C
B
E
E
S
ω

吉
一
王
宮
2
ι
o
F
5
8
2
S高
官

『

-
3
2
E円
O
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5
E
m
O
(
一∞一品
l
l
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∞ム∞〉・
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・
辺
町
内
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司
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8
・

(
2
)

一
八
一
四
年
六
月
四
日
憲
章
の
正
文
は
、

ζ
・
ロ
ロ
〈
白
色
戸

(US弘エロ
t
q
E
2
L
2
E
E
S
t
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王
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二∞
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i
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u
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F
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・

-H】・
2
F
-
甘

-m
印・

フランスにおける教育の自由法理の形成

復
古
王
政
初
期
の
初
等
教
育
(
一
八
一
四
年
i
一
八
二

O
年
)

A 

復
古
王
政
初
頭
に
お
け
る
世
論
と
初
等
教
育

復
古
王
政
初
頭
の
一
八
一
五
年
期
に
お
い
て
、
初
等
教
育
の
問
題
が
論
議
の
対
象
と
な
り
、
各
層
か
ら
民
衆
の
無
知
が
当
代
社
会
の
大

き
な
災
禍
の
一
つ
で
あ
り
、
公
的
道
徳
心
の
向
上
、
政
治
的
・
社
会
的
安
定
、
経
済
的
繁
栄
の
た
め
に
民
衆
教
育
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が

主
張
さ
れ
た
。
ま
ず
、
人
間
の
次
元
に
お
い
て
、
加
熱
知
が
精
神
を
愚
か
に
し
、
人
聞
を
本
能
に
引
き
渡
し
、
怠
惰
と
罪
悪
を
も
た
ら
す
の

に
対
し
、
教
育
が
人
間
に
白
己
の
尊
厳
を
意
識
さ
せ
、
人
間
を
動
物
ま
で
お
と
し
め
る
堕
落
を
防
止
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。
ま
た
、

と
り
わ
け
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
側
か
ら
は
、
よ
り
'
実
際
的
な
観
点
か
ら
過
去
四
半
世
紀
の
政
治
的
、
社
会
的
混
乱
の
主
要
な
原
因
の
一
つ
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説

が
民
衆
の
無
知
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
教
育
に
よ
っ
て
政
治
的
、
社
会
的
安
定
を
も
た
ら
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ず
」
、

一
八
一
四
年
定
章
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
立
憲
体
制
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
、
民
衆
の
公
共
精
神
を
養
う
教
育
の
発
展
が
必
要
と

Z命

さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
、
経
済
的
理
由
と
し
て
、
経
済
活
動
を
活
発
に
さ
せ
る
た
め
に
、
職
人
や
農
民
の
知
識
や
技
術
の
向
上
を

は
か
る
教
育
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
初
等
教
育
の
必
要
性
が
世
論
の
中
に
感
得
さ
れ
て
い
た
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
初
等
教
育
の
発
展
は
教
師
の
不
足
と
い
う
困

難
な
問
題
に
遭
遇
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
1
)
 

(
2
)
 

ζ

。
。
ロ
昨
日
子
。
司
門
戸
昨
・
・
司

M
g
Z
2
2・

-rFL・唱司
-
M
吋一~・

B 

「
初
等
教
育
協
会
」
お
よ
び
「
相
互
教
授
法
」
の
発
展

一
八
一
四
年
に
な
っ
て
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
と
の
交
流
が
再
開
さ
れ
る
と
共
に
、
当
時
イ
ギ
リ
ス
で
成
功
を
収
め
て
い
た
「
相
互
教

〈

1
)

(
B。
己

gs-
唱
え
巾
ヨ
〉
が
フ
ラ
ン
ス
に
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
相
互
教
授
法
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
ベ
ル
(
回
巾
ロ
)

授
法
」

お
よ
び

ラ
ン
カ
ス
タ
!
(
円
、
出
口
門
出
回
同
巾
】
九
)

を
先
駆
者
と
し
て
始
め
ら
れ
た
も
の
で
、
生
徒
自
身
に
よ
る
生
徒
の
教
育
に
基
礎
を
置
い
た
新
し
い
教

育
方
法
で
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
《
自
公

r
o
r
B
E
5
-
r》
と
い
う
名
称
が
与
え
ら
れ
た
。
相
互
教
授
法
は
、
生
徒
を
小
ク
ラ
ス
に
分
け
、

生
徒
の
う
ち
で
優
秀
な
者
を
指
導
生
(
ヨ
。
E
お
ロ
る
と
し
て
選
抜
し
て
各
ク
ラ
ス
に
配
置
し
て
、
こ
の
指
導
生
が
教
師
の
指
示
の
下
に
、

各
ク
ラ
ス
の
生
徒
を
教
え
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
の
教
育
方
法
に
よ
る
と
、

一
人
の
教
師
が
数
百
人
の
生
徒
を
教
え
る
こ
と
を
可
能

に
し
、
財
政
的
に
み
て
も
基
本
的
に
は
建
物
の
費
用
だ
け
で
す
み
、
こ
れ
ま
で
フ
ラ
ン
ス
の
初
等
教
育
の
発
展
を
妨
げ
て
い
た
教
師
不
足

の
問
題
を
解
消
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
教
育
学
的
観
点
か
ら
も
、
児
童
の
自
発
的
学
習
態
度
を
喚
起
し
、 つ

ぎ
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学
習
能
率
を
高
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
こ
の
相
互
教
授
法
が
熱
意
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
百
日
天
下
の
間
に
、

3
0口広片品門目、
2
8戸
Em州

市

5
3同
旬
。
己
円
】
、

H
E
E
E巾
口
出
同

FOE-巾
)
を
中
心
に
、
新
し
い
相
互
教
授
法
を
推
進
す
る
結
社
を
つ
く
る

「
国
民
産
業
努
励
協

ん
出
L

一
八
一
五
年
六
月
一
六
日
か
ら
開
催
さ
れ
た
同
協
会
の
第
一
回
総
会
で
会
の
規
約
が
承
認
さ
れ
、

(ω
。
門
広
片
品
旬
。
巳
ニ
、

E
2
2
2
5ロ
色
合
】
巾
ロ
片
山
町
巾
)
が
結
成
さ
れ
た
。
初
等
教
育
振
興
協
会
に
は
、
宗
教
・
思
想
を
問
わ
ず
当
代

(
2
)
 

の
最
も
著
名
な
人
物
が
加
わ
っ
て
い
た
。
初
等
教
育
協
会
は
、
早
速
相
互
教
育
学
校

」
と
が
計
画
さ
れ
た
。

「
初
等
教
育
振

興
協
会
」

(
m
g
-
2
5
Eロ巾戸内凶凹〉

を
，
ハ
リ
に
数
校
開
立
し
、

地
方
に
は
同
協
会
の
支
部
を
ブ
ザ
ン
ソ
ン
、

ボ
ノレ

ド

オ

ア
ラ
ス
、

ナ
ン
ト
、

リ
ヨ
ン
な
ど
に
つ
く
っ
た
。
さ
ら
に
、
初
等

ポ
ワ
チ
エ
、

教
育
振
興
協
会
は
教
師
用
の
議
肢
を
開
設
し
、
成
人
学
校
を
と
り
わ
け
軍
隊
お
よ
び
刑
務
所
に
つ
く
り
、
教
師
用
指
導
読
本
お
よ
び
教
科

(斗

書
を
作
成
し
、
定
期
刊
行
物
と
し
て
『
教
育
誌
』

(』。ロ

EE-
仏、開門
2
2
2
0る
を
発
行
し
た
。

フランスにおける教育の自由法理の形成

相
互
教
授
法
に
対
す
る
政
府
の
側
の
態
度
は
、

ま
ず
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
百
日
天
下
政
府
は
極
め
て
好
意
的
で
あ
っ
た
。
内
務
大
臣
ラ
ザ

ー
ル
・
カ
ル
ノ

(
「
白
N

同門巾わ同一「ロ
O
同)

は
特
に
こ
の
新
し
い
教
授
方
法
に
注
目
し
て
、
皇
帝
に
相
互
教
授
法
の
迅
速
な
発
展
を
は
か
る
た

め
の
デ
ク
レ
案
を
提
出
し
た
。
そ
こ
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、

日
の
デ
ク
レ
を
発
布
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
デ
ク
レ
は
三
カ
条
か
ら
な
っ
て
お
り
、
内
務
大
臣
が
初
等
教
育
の
最
良
の
方
法
を
有
品
者
に

「
パ
リ
に
初
等
教
育
実
験
学
校
を
開
設
す
る
」
た
め
の
一
八
一
五
年
四
月
二
七

諮
問
し
、
そ
の
方
法
を
検
討
し
(
第
一
条
〉
、
パ
リ
に
初
等
教
育
実
験
学
校
を
開
設
す
る
こ
と
(
第
二
条
)
を
内
的
行
と
し
て
い
る
。
カ
ル

ノ
は
平
速
、
本
デ
グ
レ
の
執
行
に
と
り
か
か
り
、
パ
リ
に
相
互
教
育
学
校
の
設
置
を
準
備
す
る
た
め
の
有
識
者
の
委
員
会
を
構
成
し
た
。

こ
の
委
員
会
は
五
月
一
六
日
か
ら
活
動
を
開
始
し
、
六
月
一
七
日
に
初
等
教
育
振
興
協
会
が
創
設
さ
れ
る
に
伴
っ
て
、
両
者
が
協
力
し
て

相
互
教
育
学
校
の
準
備
に
あ
た
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
失
権
と
共
に
カ
ル
ノ
は
退
き
、
相
互
教
育
学
校
設
置
の
作
業
は
中

断
し
た
。
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説

第
二
復
古
王
政
に
な
っ
て
か
ら
も
、
初
等
教
育
振
興
協
会
は
存
続
し
、

ぞ
が
て
政
府
の
側
か
ら
の
奨
励
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
帝
国
大
学
」
も
相
互
教
援
法
に
好
意
的
な
態
度
を
取
り
始
め
、

一
八
一
八
年
の
内
閣
改
造
に
よ
り
内
聞
に
初
等
教

/'.. 
unu 

一
八
一
六
年
六
月
に
公
教
育
委
員
会
は
数
人
の
大
学
区
総
長
の
質
問
に

答
え
て
、
大
学
区
の
小
学
校
に
新
し
い
相
互
教
授
法
を
導
入
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
。

育
振
興
協
会
の
活
動
的
な
メ
ン
バ
ー
が
入
り
、
こ
れ
以
後
は
、
政
府
全
体
が
新
し
い
教
育
方
法
の
た
め
に
積
極
的
に
介
入
す
る
よ
う
に
な

る。 っ
た
。
内
務
大
臣
は
相
互
教
育
学
校
の
開
設
に
補
助
金
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
等
教
育
振
興
協
会
を
強
力
に
支
持
し
た
の
で
あ

相
互
教
授
法
の
導
入
は
大
き
な
成
果
を
収
め
た
。

一
八
一
九
年
一
月
の
初
等
教
育
振
興
協
会
の
総
会
で
は
数
字
が
引
用
さ
れ
、

フ
一
フ
ン

ス
全
体
で
相
互
教
育
学
校
を
有
し
て
い
な
い
県
は
五
つ
し
か
な
く
、
六
四
県
が
協
会
と
恒
常
的
な
連
絡
を
持
ち
、
六
四
県
に
は
六

O
二
の

相
互
教
育
学
校
が
あ
り
、
三
一
万
四
千
六
六
九
名
の
児
童
が
就
学
し
て
い
る
こ
と
、
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

な
り
、

一
八
一
九
年
末
に
は
九
ご
一
校
に

一
八
二

O
年
二
月
に
は
千
一
ニ

O
O校
に
約
一
五
万
名
の
児
童
が
就
学
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

(
1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

ロ
向
の
q
ロ昨日《
y
c司・

2
同-w

同)・
N
吋一

ω

巳

EF〈・
u
h
y
Hり
0
2
ュ2
・。℃・

2
円・
-v
・〕1
U
Z
ω
己〈'一

F
-
C
ユヨ
ω
E
r
c℃
2
寸
.
門
・
宅
w

同】
m
Q印

mz-
〈・

』・
l回・

ω
a
-
r
]
N
R
Z『

G
R
E
E
l
H
L
E
n
s吋
?
の
Z
件。
E
F
E
E
-
C
C
F
N
G円
等
の
名
、
か
み
ら
れ
た
(
去
の
S
E円
L
U
8・
2
7
甘
-
M

∞N)
。

本
デ
ク
レ
の
圧
文
は
、
ロ

zza斥
?

告

-
2
7
一
×
HX-
古田色町・

富
田
の
B
E
E
-
C司

a
f
℃

-
N
8
・

(
4〉

C 

一
八
一
六
年
二
月
二
九
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス

Eイ)

一
八
一
六
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
制
定

一
八
一
六
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
民
衆
教
育
に
つ
い
て
以
前
か
ら
取
り
組
み
、
そ
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
た
三
名
の
人
間
の
協
力
に
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よ
っ
て
生
ま
れ
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
学
者
で
、
前
大
学
評
議
員
、
現
釈
は
公
教
育
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
キ
ュ

ヴ
ィ
エ

(の史)円
mm凹

(
U

戸三
2
)
、

カ
ト
リ
ッ
ク
で
大
学
総
視
学
官
の
ア
ン
プ
ロ
ワ
l
ズ
・
ラ
ン
デ
ュ

お
よ
び

(〉

B
寸
円
。
広
巾

HN2牛ロ)、

初
等
教
育
振
興
協
会
の
推
進
者
で
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
評
定
官
の
ド
・
ジ
ェ
ラ
ン
ド

(

ロ

巾

c
h
EロL
C〉

の
三
名
で
あ
る
。
オ
ル
ド
ナ
ン

ス
案
を
準
備
す
る
こ
れ
ら
三
名
の
議
論
の
中
で
、

の
ち
に
世
論
を
沸
き
立
て
さ
せ
る
大
問
題
た
る
無
償
性
、
義
務
性
、
教
会
と
学
校
の
関

係
の
問
題
が
た
た
か
わ
さ
れ
た
。

無
償
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

一
般
的
な
無
償
性
が
退
け
ら
れ
て
、
無
償
の
対
象
を
生
活
困
窮
者
に
限
る
こ
と
で
合
意
が
容
易
に
得
ら

れ
た
。
義
務
性
の
問
題
は
よ
り
議
論
の
対
象
に
な
っ
た
。
義
務
性
は
、
市
町
村
が
学
校
を
開
設
す
る
義
務
と
、
両
親
が
子
供
に
教
育
を
受

同

て
は
、

オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
規
定
は
暖
昧
な
も
の
に
な
っ
た
。
教
会
と
学
校
の
関
係
に
つ
い

キ
ュ
ヴ
ィ
エ
と
ラ
ン
デ
ュ
が
対
立
し
た
。
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
キ
ュ
ヴ
ィ
エ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
の
学
校
に
お
け
る
役
割
を

け
さ
せ
る
義
務
の
二
つ
の
点
で
問
題
に
な
り
、
結
局
、

フランスにおける教育の自由法理の形成

限
定
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
ラ
ン
デ
ュ
は
教
会
と
公
権
力
と
の
協
力
の
必
要
性
を
強
調
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
作
成
さ
れ
た
オ
ル
ド
ナ
ン
ス

ι

案
は
内
務
大
臣
の
承
認
を
得
て
、

一
一
月
に
公
教
育
委
員
会
で
審
議
、
採
択
さ
れ
、

二
月
に
は
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
内
務
委
員
会
に
付
託
、
承
認
さ
れ
、
そ
し
て
一
八
一
六
年
二
月
二
九
日
に
国
王
の
設
可
を
得
た
の
で
あ

る。/戸、"
2 1 、J ¥ーノ

F

向。
g仲
間
戸
昇
。
古
口
広
"
℃

M
U

∞-

一
八
一
六
年
二
月
二
九
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
正
文
は
、
ロ
ロ
〈
雪
間
Fq・
8
・円芹
J

F

V

内

up
司・
ω
O
U
2
2
2
・

伺

一
八
一
六
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
内
容

一
八
一
六
年
二
月
二
九
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
全
四
二
カ
条
か
ら
な
り
、

「
各
カ
ン
ト
ン
に
お
い
て
、
初
等
教
育
を
監
脅
し
、
奨
励
す
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説

る
た
め
の
無
償
・
慈
善
委
員
会
を
構
成
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
国
王
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
」
と
い
う
名
称
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
オ
ル

ド
ナ
ン
ス
の
前
文
で
は

ま
ず
、
初
等
教
育
の
現
状
に
つ
い
て
、

「
非
常
に
多
数
の
学
校
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
」
お
よ
び
「
現
存
す
る

論

学
校
が
重
要
な
改
持
を
な
す
余
地
が
あ
る
こ
と
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

っ
さ
に
、
初
等
教
育
の
利
点
と
し
て
、
初
等
教
育
が
「
特
に
宗

教
お
よ
び
道
徳
の
真
の
原
則
に
基
礎
を
世
く
場
合
に
、
公
共
の
繁
栄
の
最
も
豊
か
な
源
泉
の
一
つ
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
社
会
の
望

ま
し
い
秩
序
に
武
献
し
、
法
律
へ
の
服
従
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
義
務
の
履
行
を
準
備
す
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。一

八
一
六
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
内
容
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

第
一
に
は
、

オ
ル
ド
ナ
ン
ス
で
開
設
が
予
定
さ
れ
て
い
る
小
学
校
は
私
立
学
校
お
よ
び
市
町
村
立
学
校
で
あ
る
が
、
市
町
村
は
、
学
校

を
開
設
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
す
べ
て
の
市
町
村
は
、
そ
こ
に
住
居
を
有
す
る
児
荒
が
初
等
教

育
を
受
け
る
こ
と
、

お
よ
び
生
活
困
窮
者
が
そ
れ
を
無
償
で
受
け
る
こ
と
を
準
備
す
る
義
務
を
有
す
る
」

(
第
一
四
条
)
の
で
あ
る
。
市

町
村
の
義
務
は
二
重
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
当
該
市
町
村
に
私
立
学
校
が
存
在
し
な
い
場
合
に
市
町
村
立
学
校
を
開
設
す
る
義
務
で
あ

り
、
つ
ぎ
に
、
生
活
困
窮
者
の
無
償
教
育
を
確
保
す
る
義
務
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
市
町
村
の
義
務
を
担
保
す
る
制
裁
規
定
が

な
く
、
市
町
村
の
義
務
は
法
的
な
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
と
に
か
く
市
町
村
に
対
し
て
、
学
校
開
設
お
よ
び
生
活
悶
窮
者
の

無
償
教
育
の
保
障
を
義
務
づ
け
た
こ
と
は
、

一
八
一
六
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
画
し
た
大
き
な
進
歩
で
あ
る
。

第
二
に
は
、
暖
昧
で
は
あ
る
が
、
両
親
に
対
し
て
、
子
供
を
就
学
さ
せ
る
義
務
を
課
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
市
町
村
長
は
、
自
宅

で
初
等
教
育
を
受
け
て
い
な
く
、
も
し
く
は
受
け
な
か
っ
た
児
童
で
、
そ
の
両
親
の
請
求
に
よ
っ
て
公
立
学
校
で
就
学
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
児
童
の
名
簿
を
、
各
市
町
村
で
作
成
さ
せ
、
決
定
す
る
。
」

(
第
一
七
条
)
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、

「
そ
の
両
親
の
請

求
に
よ
っ
て
」
公
立
学
校
で
就
学
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
児
童
と
い
う
言
葉
が
入
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
肉
親
の
義
務
を
暖
昧
に
し
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て
い
る
。

つ
ま
り
、
子
供
を
就
学
さ
せ
る
意
思
の
な
い
両
親
は
、
公
立
学
校
に
子
供
を
就
学
さ
せ
る
こ
と
を
請
求
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

第
三
に
は
、
小
学
校
教
員
の
資
格
基
準
を
明
確
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
初
等
教
育
職
を
志
願
す
る
者
は
「
善
行
証
明
書
」

〈円
2
1
H
P
{
f
H
m
w
H

内同凸

σ。
ロ
ロ
巾
円
。
邑
己
件
巾
)
お
よ
び
「
教
員
免
許
状
」

「
善
行
証
明
書
」
は
、
志
願
者
が
少
な
く
と
も
三
年
間
居
住
し
た
市
町
村
の
主
任
司
祭
(
ロ
ロ
広
る
お
よ
び
市
町
村
長
に
よ
っ

「
教
員
免
許
状
」
は
、
大
学
区
視
学
官
も
し
く
は
「
大
学

K
総
長
が
派
遣
す
る
公
教
育
官
史
」
の
審
盗
の
に
よ
っ
て
交
付

(寸円

2
2
門
同
町
口
告
白
己
片
品
)
を
当
該
大
学
区
総
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
第

一O
条
)
。

て
交
付
さ
れ
、

さ
れ
る
(
第
一

O
条
)
。

「
教
員
免
許
状
L

は
一
二
段
階
に
分
か
れ
て
い
る
(
第
一
一
条
)
。
下
位
段
階
で
あ
る
第
一
二
段
附
は
、
読
み
、
汗

き
、
計
算
を
知
っ
て
い
る
者
に
与
え
ら
れ
、
第
二
段
階
は
、
教
会
学
校
と
同
一
の
教
育
を
与
え
う
る
綴
字
法
、
能
書
法
、
算
術
の
知
識
を

有
し
て
い
る
者
に
与
え
ら
れ
、
上
位
段
階
で
あ
る
第
一
段
階
は
、

フ
ラ
ン
ス
文
法
、
算
術
、
地
理
学
・
測
量
の
基
本
に
つ
い
て
の
知
識
を

(二3

有
し
て
い
る
者
に
与
え
ら
れ
る
。

一
八

O
八
年
の
デ
ク
レ
が
小
学
校
の
教
育
を
読
み
、
書
き
、
算
術
の
初
歩
に
限
定
し
て
い
た
こ
と
と
比

フランスにおける教育の自由法理の形成

較
す
る
と
、

一
八
一
六
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
小
学
校
の
教
育
範
囲
を
非
常
に
拡
大
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
小
学
校
教
員
の

有
資
格
者
が
複
数
い
る
場
合
に
は
、
市
町
村
お
よ
び
私
立
学
校
は
教
員
を
競
争
試
験
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
第
二
二
条
)

0

教
員
の

有
資
格
者
に
つ
い
て
は
、
教
員
に
な
る
た
め
最
終
的
に
は
大
学
区
総
長
の
許
可
を
必
要
と
し
(
第
二
三
条
)
、

ま
た
私
立
学
校
の
開
設
に

つ
い
て
も
同
様
に
大
学
区
総
長
の
許
可
を
必
要
と
す
る
(
第
二
四
条
)
。

第
四
に
は
、
小
学
校
の
監
督
機
関
と
し
て
、
各
カ
ン
ト
ン
に
「
カ
ン
ト
ン
教
育
委
員
会
」

(
8
5
z
h
g
E
Oロ
と
)
を
置
い
た
こ
と
で
あ

V
Q
o
 

「
各
カ
ン
ト
ン
に
お
い
て
、
知
事
の
配
慮
に
よ
っ
て
初
等
教
育
を
監
督
し
、
奨
励
す
る
た
め
の
一
の
無
償
か
つ
慈
善
の
委
員
会
が
設

位
さ
れ
る
」

(
第
一
条
)
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
ン
教
育
委
員
会
の
構
成
員
は
、

カ
ン
ト
ン
の
主
任
司
祭
、
治
安
判
事
(
官
官
i
r
l
℃白石)、

コレ

l
ジ
ュ
校
長
(
第
二
条
)
、
副
知
事
お
よ
び
小
審
裁
判
所
検
事
〈
可

5
2
5
5円

E
m
o
c
(
第
五
条
)
、

お
よ
び
、
副
知
事
お
よ
び

大
学
区
祝
学
官
の
指
名
に
よ
り
大
学
区
総
長
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
、
知
事
が
任
命
を
承
認
す
る
三
名
な
い
し
四
名
の
委
員
(
第
三
条
〉
で
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説

あ
る
o

カ
ン
ト
ン
主
任
司
祭
が
こ
の
委
員
会
を
主
宰
す
る
(
第
四
条
)

0

カ
ン
ト
ン
教
育
委
員
会
の
権
限
は
大
き
い
。
ま
ず
、
小
学
校
教

員
の
任
命
お
よ
び
私
立
学
校
開
設
に
対
す
る
大
学
区
総
長
の
許
可
は
、
委
員
会
に
提
出
さ
れ
、

そ
の
意
見
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
(
第
二

=!:l:‘ 
而IHl

三
条
l
二
四
条
)
。

つ
ぎ
に
、
委
員
会
は
学
校
に
対
す
る
監
督
権
の
行
使
と
し
て
「
カ
ン
ト
ン
の
す
べ
て
の
学
校
に
お
け
る
秩
序
、
羽

俗
、
宗
教
教
育
の
維
持
、
規
則
の
遵
守
お
よ
び
運
用
の
矯
正
を
監
督
し
」
、

「
学
校
の
維
持
あ
る
い
は
秩
序
と
規
律
の
た
め
の
適
当
な
措

置
を
、
知
事
お
よ
び
他
の
管
轄
当
局
に
要
請
す
る
」
権
限
を
有
す
る
と
共
に
、
学
校
開
設
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
任
務
と
し
て
い

る
(
第
七
条
)

o

各
学
校
を
直
接
に
監
督
す
る
者
と
し
て
、
主
任
司
祭
お
よ
び
市
町
村
長
よ
り
な
る

「
特
別
教
育
監
督
官
」

(
由
巳
門
〈

2
-

日
出
口
丹
田
吾
郎
円

S
Z
H
)

が
置
か
れ
る
(
第
八
条
)
。
特
別
教
育
監
督
官
は
月
に
少
な
く
と
も
一
度
自
己
の
監
脊
下
に
あ
る
学
校
を
訪
問
し
、
そ

の
結

mA
を
カ
ン
ト
ン
教
育
委
員
会
に
報
告
す
る
(
第
九
条
)

0

以
上
の
よ
う
な
内
容
を
有
す
る
一
八
一
六
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
、
小
学
校
を
直
接
監
督
す
る
カ
ン
ト
ン
教
育
委
員
会
お
よ
び
特
別
教

育
監
将
官
に
主
任
司
祭
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
は
、
小
学
校
教
員
の
資
格
に
必
要
な
「
善
行
証
明
書
」
を
交

付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
等
教
育
に
対
す
る
教
会
の
影
響
力
を
増
大
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
大
き
な
特
色
を
持
っ
て
い
る
o

ま
た
、

全
な
が
ら
も
小
学
校
開
設
お
よ
び
生
活
困
窮
者
の
児
童
の
修
学
に
つ
い
て
の
市
町
村
の
義
務
、

お
よ
び
暖
昧
で
は
あ
る
が
、
両
親
の
子
供

を
就
学
さ
せ
る
義
務
を
認
め
た
こ
と
は
、

一
つ
の
進
歩
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

そ
の
他
、
教
育
に
対
す
る
奨
励
的
措
置
と
し
て
、

一
八
一
八
年
三
月
一

O
日
の
法
丸
信
一
五
条
は
、

「
軍
隊
の
徴
用
に
関
す
る
」

範
学
校
学
生
、

お
よ
び
大
学
評
議
会
に
対
し
て
一

0
年
間
教
育
職
に
従
事
す
る
契
約
を
な
し
た
公
教
育
の
他
の
構
成
員
」
の
兵
役
義
務
を

免
除
し
、
さ
ら
に
、
こ
の
規
定
を
教
会
学
校
教
師
に
も
適
用
し
て
い
る
。

一
般
人
に
は
六
年
間
の
兵
役
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
教
師
に
対
し
て
そ
れ
を
免
除
し
た
こ
と
は
、
教
師
を
優
遇
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(
1
)
 
一
八
一
八
年
一
二
月
一

O
日
の
法
律
の
王
女
は
、
ロ

5
4包
F
C℃・
2
ア

件

以

vp
℃

ω
ロ
2

2守・
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D 

相
互
教
授
法
お
よ
び
一
八
一
六
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
対
す
る
教
会
の
態
度

復
古
王
政
初
期
に
世
論
が
相
互
教
授
法
に
熱
意
を
示
し
、
公
権
力
も
一
八
一
六
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
っ
て
初
等
教
育
の
発
展
を
摂

励
す
る
措
置
を
と
っ
た
の
に
対
し
て
、
教
会
は
反
対
の
態
度
を
と
っ
た
。

/ヘ

¥./ 

以
下
、
玄
の

g
g円
チ
ロ
℃

-nFf
七・
ω}
口

Z
E
F〈
-
一
合
同
明
，
C
戸
『
門
戸
戸
毛
・

1
7
刀

-
g
a
E
M〈
に
よ
る
。

モイ)

相
互
教
授
法
に
対
す
る
教
会
の
反
対

カ
ト
リ
ッ
グ
教
会
の
相
互
教
授
法
に
対
す
る
反
対
の
理
由
は
種
々
で
あ
っ
た
が
、

ま
ず
、
相
互
教
授
法
の
起
源
が
外
国
の
も
の
で
あ

白

り
、
と
り
わ
け
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
創
始
者
の
非
宗
教
的
精
神
、
相
互
教
育
学
校
と
教
会
学
校
と
の
競
合
に
よ
っ

て
教
会
学
校
が
衰
退
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
相
互
教
授
法
が
宗
教
教
育
を
禁
止
し
、
そ
の
方
法
の
民
主
的
精
神
に

フランスにおける教育の向由法理の形成

よ
っ
て
共
和
主
義
的
政
治
体
制
を
有
利
に
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
相
互
教
育
学
校
に
反
対
す
る
た
め
に
、
白
己
の
有
す
る
あ
ら
ゆ
る
武
器
を
使
っ
た
。
相
互
教
育
学
校
の
新
設
に
対

一
八
一
六
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
っ
て
権
限
を
有
す
る
主
任
可
祭
が
「
善
行
証
明
書
」
の
交
付
を
拒
否
し
、

し
て
は

ま
た
、

カ
ン
ト

ン
教
育
委
員
会
の
長
と
し
て
委
員
会
の
開
催
を
拒
否
し
た
。
さ
ら
に
、
教
会
は
市
町
村
当
局
に
対
し
て
、
補
助
金
を
相
互
教
育
学
校
に
与

え
ず
、
教
会
学
校
に
留
保
し
て
お
く
よ
う
に
介
入
し
た
。
相
互
教
育
学
校
、
が
開
設
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
教
会
は
競
合
し
て
教
会
学
校

を
開
ぷ
し
た
り
、
信
徒
に
そ
の
子
弟
が
相
互
教
育
学
校
に
行
か
な
い
よ
う
に
説
得
し
た
り
、
さ
ら
に
説
得
が
効
果
の
な
い
場
合
に
は
、
相

互
教
育
学
校
の
教
師
お
よ
び
生
徒
を
教
会
か
ら
遠
ざ
け
る
措
買
を
と
っ
た
り
し
た
。

こ
の
よ
う
な
教
会
の
攻
撃
に
対
し
て
、
相
互
教
育
学
校
側
も
し
だ
い
に
活
発
に
反
撃
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
つ
の
陣
営
が
対
立
し
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吉見

て
、
新
聞
や
ポ
ス
タ
ー
で
攻
脚
本
し
合
っ
た
。
二
つ
の
学
校
の
生
徒
が
街
頭
で
衝
突
す
る
場
合
も
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
そ
こ
で
政
府
は
両
陣

自
の
対
立
を
緩
和
さ
せ
る
た
め
に
介
入
し
て
、

一
方
で
は
、
相
互
教
育
学
校
側
に
は
宗
教
教
育
を
強
化
さ
せ
、
他
方
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の

さ1>.
JIftU 

教
会
学
校
に
相
互
教
授
法
を
導
入
さ
せ
よ
う
と
努
め
た
。
し
か
し
な
が
ら
政
府
の
調
停
の
試
み
も
結
局
失
敗
に
終
わ
り
、
そ
れ
以
後
は
フ

ラ
ン
ス
に
お
い
て
二
つ
の
政
治
陣
営
が
学
校
問
題
を
め
ぐ
っ
て
激
し
く
対
立
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
対
立
の
頂
点
は
一
八
一
九
!
二

O
年

で
、
国
会
、
地
方
議
会
、

フ
ラ
ン
ス
全
体
が
二
つ
に
分
か
れ
た
の
で
あ
る
。

結
局
、
相
互
教
授
法
を
媒
介
と
し
て
初
等
教
育
が
党
派
間
の
論
争
点
に
な
り
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
対
立
す
る
こ
つ
の
前
神
的
家
族
の

各
々
が
自
己
の
学
校
を
持
つ
こ
と
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。
政
府
は
教
育
を
独
占
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
つ
の
陣
営
を
融
和
さ

せ
、
合
流
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

伸

一
八
一
六
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
対
す
る
教
会
の
態
度

一
八
一
六
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
、
主
任
司
祭
に
よ
る
小
学
校
教
員
の
「
諮
問
行
証
明
書
」
の
交
付
、
主
任
司
祭
を
そ
の
府
成
員
の
一
員

と
す
る
特
別
監
督
官
に
よ
る
小
学
校
の
監
持
、
主
任
司
祭
に
よ
る
カ
ン
ト
ン
教
育
委
員
会
の
主
宰
、
道
徳
お
よ
び
宗
教
教
育
が
学
校
教
育

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
最
初
に
ほ
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
教
会
に
重
要
な
特
権
を
与
え
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
会
は
満
足
し

な
か
っ
た
。
教
会
は
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
学
校
制
度
を
再
建
し
、
民
衆
の
キ
リ
ス
ト
教
教
育
を
確
保
す
る
任
務
を
委
ね
ら
れ
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
た
。
し
か
し
、

一
八
一
六
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
聖
職
者
に
学
校
の
監
督
権
を
与
え
て
い
る
が
、
実
際
の
権
限
は
大
学

一
仇
総
長
が
持
っ
て
い
た
。
カ
ン
ト
ン
教
育
委
員
会
に
お
い
て
も
、
主
任
司
祭
は
長
に
な
っ
て
い
る
が
、
委
員
会
の
中
で
は
孤
立
し
て
い

た。
カ
ト
リ
ッ
グ
教
会
の
攻
撃
は
、
と
り
わ
け
「
帝
国
大
学
」
お
よ
び
「
帝
国
大
学
」
に
よ
る
教
育
の
独
占
に
向
け
ら
れ
た
。
位
俗
権
力
の
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許
可
お
よ
び
監
叔
刊
の
外
で
学
校
を
自
由
に
開
設
す
る
権
利
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ラ
ム
ネ

(
戸
田

B
2
g
U〉

は
一
八
一
四
年
憲
章
、

と
り
わ
け
そ
の
第
一
条
で
保
障
さ
れ
た
法
の
下
の
平
等
を
根
拠
に
し
て
、

「
修
道
士
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
我
々
の

立
法
の
現
状
に
お
い
て
:
:
:
何
人
も
彼
が
望
む
学
校
を
開
設
し
、
彼
が
望
む
よ
う
に
学
校
を
規
制
し
、
彼
が
望
む
方
法
に
よ
っ
て
彼
が
望

む
こ
と
を
教
育
す
る
こ
と
が
で
き
、
何
人
も
そ
れ
を
妨
害
す
る
権
利
を
有
し
な
い
。
」
と
し
て
、
教
育
の
自
由
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ

る。
カ
ト
リ
ッ
ク
側
は
や
が
て
一
八
一
六
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
適
用
を
拒
否
す
る
態
度
を
と
る
に
至
っ
た
。
ま
ず
、

カ
ン
ト
ン
教
育
委
員

会
の
中
で
そ
の
長
で
あ
る
主
任
司
祭
は
、
独
断
で
問
題
を
処
理
し
た
り
、
あ
る
い
は
他
の
委
員
と
対
立
し
た
場
合
に
は
委
員
会
を
招
集
す

る
こ
と
を
拒
否
し
た
り
し
た
。
そ
こ
で
政
府
は
一
八
一
八
年
七
月
に
主
任
司
祭
の
代
り
に
、

カ
ン
ト
ン
治
安
判
事
が
委
員
会
を
主
宰
で
き

¥=) 

る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
決
め
た
。

フラソスにおける教育の自由法理の形成

さ
ら
に
、
最
も
重
大
な
障
害
は

一
八
一
八
年
の
初
頭
か
ら
修
道
会
が
「
帝
国
大
学
」
の
権
威
を
承
認
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
、

モ
ン
ベ
リ
ェ
、

国
大
学
」
の
免
許
状
も
許
可
も
な
し
に
、

オ

l
タ
ン
、

メ
ッ
ツ
、

ポ
ワ
チ
ェ
、

カ
ン
ブ
レ
な
ど
に
、
新
し
い
学
校
を
開
設

す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

い
く
つ
か
の
大
学
区
で
は
、
す
で
に
教
員
免
許
状
を
取
得
し
て
い
る
修
道
士
が
、
自
分
達
に
は
免
許

状
は
必
要
な
い
と
主
張
し
て
、
大
学
区
総
長
に
免
許
状
を
返
上
し
た
。
大
学
行
政
と
教
会
と
の
対
立
が
激
化
し
た
中
で
二
九
一
九
年
に
両

者
の
聞
に
協
定
が
成
立
し
た
。
そ
の
協
定
に
よ
る
と
、
修
道
土
は
名
目
上
は
以
前
と
同
様
に
「
帝
国
大
学
」
に
所
属
し
て
、
他
の
教
師
と

同
様
に
、
教
員
免
許
状
と
許
可
を
必
要
と
す
る
が
、
実
際
上
は
、
修
道
会
長
に
よ
っ
て
交
付
さ
れ
た
修
道
会
教
員
免
許
状

Q
2可
町
民
。
ー

を
要
求
す
る
だ
け
で
審
査
な
し
に
免
許
状
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
修
道
士
の
個
人
的
免
許
状
は
修
道

会
長
の
手
許
に
置
か
れ
、
修
道
会
長
は
適
宜
修
道
士
を
教
員
に
任
命
し
た
り
、
交
代
さ
せ
た
り
で
き
た
。
一
八
二

O
年
四
月
に
は
、
同
様

r
m門
出
巾
ロ
円
巾
一
)

の
措
置
が
修
道
女
に
も
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
修
道
会
の
学
校
は
実
際
上
は
「
帝
国
大
学
」
の
管
轄
か
ら
の
が

一「

帝
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説

カ
ト
リ
ッ
ク
側
は
こ
れ
に
満
足
す
る
こ
と
な
く
、

一
八
一
六
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
原
則
自
体
を
問
題
に
し
て
い
く
の
で
あ

ぺ

し

ニ

マ

i

、

、?
4
φ
J
ふ

μ

る。

E命

f司、

、J

(
リ
志
向
出
円
宮
・
。

s
g
Hチ
。
司

-
Z
-
℃

ω
玄

ウ
ル
ト
ラ
反
動
期
の
教
育
(
一
八
二

O
年
l
一
入
二
七
年
)

一
八
二

O
年
二
月
に
起
こ
っ
た
王
位
継
承
者
ベ
リ
ィ
公

2
5
号

∞
2
門
司
)
の
暗
殺
に
対
し
て
、

ウ
ル
ト
ラ
派
は
、
ベ
リ
ィ
公
が
自
由

主
義
思
想
の
犠
牲
者
で
あ
る
と
い
う
宣
伝
を
行
な
い
、

(ロ巾門出
N

巾叩)

首
相
の
解
職
を
国
王
に
要
求
し
た
。
代
り
に
リ
シ
ュ
リ

ド

カ

ス

ウ

(
百
円
}
止
な
己
)
が
首
相
に
任
命
さ
れ
、

一
八
二
二
年
に
は
ヴ
ィ
レ

l
ル

(5--t巾
)

つ
い
で

が
任
命
さ
れ
た
o

こ
の
よ
う
な
政

治
的
勢
の
変
化
は
公
教
育
行
政
に
重
大
な
修
正
を
も
た
ら
し
た
o

ウ
ル
ト
ラ
派
は
「
帝
国
大
学
」
を
維
持
し
な
が
ら
「
帝
同
大
学
」
を
教

〈

1
)

一
八
二
二
年
六
月
一
日
の
国
王
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
っ
て
、
大
学
総
長
の
称
号
と
職
務

会
へ
し
だ
い
に
従
属
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

が
復
活
し
て

エ
ル
モ
ポ
リ
ス

(
Z
2
g
c℃。口出〉

(司

EU1回出回同
5
5
)
が
大
学
総
長
に
任
命
さ
れ
た
。
さ
ら

司
教
で
あ
る
プ
レ
ス
ィ
ヌ
ウ

(
2
)
 

一
八
二
四
年
八
月
二
六
日
の
国
王
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
っ
て
、
公
教
育
と
祭
杷
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
独
立
し
た
符
が
で
き
「
教
会
問

題
・
公
教
育
省
国
務
大
臣
」

(冨
5
5
5
m巾門広
S
F
B
門
司
何
時
三
田
口
宏
℃

R
g
B
g片
仏
師
団
由
民
国
同
町
内
田
巾
円
門
戸
空
間
田
広
告
2

2
骨
て
百
印
件
l

門
戸
口
己
。
ロ
℃
ロ
σ-F門山口巾)

プ
レ
ス
ィ
ヌ
ク
が
大
臣
に
任
命
さ
れ
た
。
公
教
育
が
教
会
問
題
に
結
び
つ
け

の
作
轄
の
下
に
公
教
育
が
泣
か
れ
、

ら
れ
、

し
か
も
司
教
の
統
轄
の
下
に
罰
か
れ
た
こ
と
は
、
教
会
の
要
求
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

r、fヘ
2 1 
」 ノ ¥ ノ

ワ
ロ
〈
司
間
見
♂

C
℃

-
n
F円
J

同
×
V
内
空
・
℃
ム
吋

]
{
}
)
F
L

・
-
司
匂
・
印
回
一

l
u
u
N
-
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A 

一
八
二
四
年
四
月
八
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
る
初
等
教
育
権
限
の
掌
握

プ
レ
ス
ィ
ヌ
ゥ
は
自
己
の
第
一
の
義
務
と
し
て
、
道
徳
お
よ
び
宗
教
教
育
を
教
育
の
基
礎
に
罰
き
、
非
宗
教
的
な
教
師
に
攻
撃
を
加
え

る
こ
と
を
考
え
、
こ
の
方
針
の
実
行
に
の
り
出
し
た
。

コ
レ

I
ジ
ュ
、
私
立
学
院
、
私

一
八
二
四
年
四
月
八
日
の
「
公
教
育
上
級
管
理
、

立
寄
宿
学
校
お
よ
び
小
学
校
に
関
す
る
国
主
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
し
は
、
教
育
に
関
す
る
教
会
の
権
限
の
強
化
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

一
八
二
四
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
主
要
な
特
徴
は
、
小
学
校
を
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
完
全
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
置
い
た
こ
と
に
あ

る。

「
帝
国
大
学
」
当
局
は
教
員
の
職
業
的
能
力
を
審
査
す
る
権
限
し
か
有
し
な
く
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
教
員
職
を
志
願
す
る
者
は

「
大
学
区
総
長
の
命
令
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
、
も
し
教
員
と
し
て
適
格
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
第
一
、
第
二
も
し
く
は
第
三

段
階
の
教
員
免
許
状
を
大
学
区
総
長
か
ら
受
け
る
L

(
第
七
条
)
と
い
う
規
定
に
よ
る
、
大
学
区
総
長
の
教
員
免
許
状
を
賦
与
す
る
権
限

lロl

で
あ
る
。
そ
の
他
、

一
八
一
六
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
っ
て
大
学

K
総
長
お
よ
び
カ
ン
ト
ン
教
育
委
員
会
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
権
限
、

フランスにおける教育の自由法理の形成

す
な
わ
ち
、
学
校
監
督
権
、
教
員
免
許
状
に
プ
ラ
ス
し
て
必
要
と
さ
れ
る
教
職
許
可
権
お
よ
び
教
員
の
解
職
権
は
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の

様
式
で
新
し
い
機
関
に
委
ね
ら
れ
た
。

一
方
で
は
、
市
町
村
ま
た
は
団
体
か
ら
補
助
金
を
受
け
て
い
る
学
校

(bno-g
円
山
。
広
巾
印
〉
で
、

O
名
以
上
の
無
償
の
生
徒
を
受
け
入
れ
て
い
る
学
校
に
つ
い
て
は
、
教
区
の
司
教
も
し
く
は
そ
の
代
表
が
委
員
長
に
な
り
、
市
町
村
長
お

よ
び
四
名
の
名
士
(
そ
の
う
ち
二
名
は
知
事
が
任
命
す
る
一
般
人
、
他
の
二
名
は
司
教
が
任
命
す
る
聖
職
者
)
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
委

員
会
が
、
教
員
免
許
状
取
得
者
に
教
職
許
可
を
与
え
、
学
校
を
監
督
し
、
職
務
に
適
当
で
な
い
教
員
を
解
職
で
き
る
の
で
あ
る
(
第
八
条

ー
一

O
条
)
。
他
方
、
他
の
す
べ
て
の
小
学
校
に
つ
い
て
は
、
司
教
が
直
接
に
許
可
を
与
え
、
監
督
を
行
な
い
、
教
員
を
解
職
す
る
権
限

を
有
す
る
(
第
一
一
条
)

0

フ
ラ
ン
ス
の
大
多
数
の
小
学
校
は
後
者
に
該
当
し
て
い
る
の
で
、
大
多
数
の
教
員
は
司
教
の
意
の
ま
ま
の
地

位
に
置
か
れ
た
。

五
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司}ニ
}

l

J
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J

ふ

/
1
ι

一
八
二
四
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
小
学
校
を
別
に
扱
っ
て
い
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
小
学
校
は
一

八
一
六
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
服
し
(
第
一
三
条
)
、

そ
れ
を
監
督
す
る
委
員
会
の
構
成
員
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
名
士
か
ら
選
ば

さ'A
H阪I

オ1

「
帝
国
大
学
」
の
代
表
が
一
人
加
わ
る
(
第
一
四
条
)
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
八
一
四
年
憲
章
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
信
教
の
自
由

を
尊
重
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
八
二
ハ
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
で
は
、
初
等
教
育
の
管
理
権
限
が
「
帝
国
大
学
」
に
与
え
ら
れ
て
い
て
教
会
お
よ
び
地
方
行
政
当
局
が

そ
れ
に
協
力
す
る
と
い
う
体
制
が
あ
っ
た
の
が
、

一
八
二
四
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
れ
ば
、
教
会
が
初
等
教
育
の
基
本
的
権
限
を
掌
採

し
た
の
で
あ
る
。

一
八
二
四
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
対
す
る
位
論
の
反
応
は
、

う
こ
と
で
あ
る
。

ウ
ル
ト
ラ
派
が
歓
迎
し
、
自
由
主
義
者
側
の
激
し
い
怒
り
を
招
い
た
と
い

一
八
二
四
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

ま
ず
、
教
員
に
対
す
る
司
教
の
許
可
権
限
に
よ
っ
て
、
教
員
は
宗
教
教
育
に
つ

い
て
審
究
さ
れ
た
。
教
員
の
監
督
に
つ
い
て
は
、
教
会
は
司
教
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
で
教
員
を
監
督
す
る
機
関
を
設
問
し
て
監
督
に
あ

た
っ
た
。
道
徳
お
よ
び
宗
教
教
育
が
小
学
校
教
育
の
基
礎
に
な
り
、
学
校
の
授
業
は
お
祈
り
で
始
ま
り
、

お
祈
り
で
終
わ
っ
た
。
教
員
は

教
訓
州
問
答
集
を
学
留
さ
せ
、
時
間
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
日
曜
日
お
よ
び
祝
祭
日
毎
に
教
員
は
生
徒
を
ミ
サ
、
説
教
、
晩
諜
に

辿
れ
て
い
き
監
督
し
た
。
ま
た
、
教
員
は
し
ば
し
ば
生
徒
を
ざ
ん
悔
に
も
連
れ
て
い
っ
た
。
授
業
に
お
い
て
も
教
員
は
教
会
に
よ
っ
て
許

可
を
受
け
た
教
科
書
を
使
用
し
た
。

一
八
二
四
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
お
よ
び
そ
の
適
用
に
お
い
て
、
初
等
教
育
は
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
に
逆
戻
り
し
た
の
で
あ
る
。
宗

教
教
育
が
小
学
校
の
基
本
的
な
活
動
に
な
り
、
小
学
校
教
員
は
司
祭
の
従
順
な
補
助
者
の
地
位
に
舞
い
戻
一
っ
た
の
で
あ
る
。

(
1
)
 
一
八
二
四
年
四
月
八
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
正
文
は
、
ロ
ミ
q
m
M
2
・

4
・
2
7
同

-
M
M内
『

r
J
3・品目吋
l
品目∞・

」七11;24(1・116)116



(
2〉

玄
-
の

g
g円

L

・。司
-nF-
宅・
ω白
印

lω
町
田

B 

相
互
教
育
学
校
の
瓦
解
と
修
道
会
学
校
の
発
展

相
互
教
育
学
校
は
そ
の
財
政
的
負
担
の
か
な
り
の
部
分
を
、
地
方
自
治
体
や
国
の
補
助
金
に
依
存
し
て
い
た
。

ウ
ル
ト
ラ
派
政
府
は
相

互
教
育
学
校
へ
の
補
助
金
を
廃
止
し
て
、
そ
の
財
政
的
基
礎
を
奪
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
補
助
金
に
よ
っ
て
相
互
教
育
学
校
は
か
な
り

の
数
の
無
償
就
学
生
を
受
け
入
れ
て
い
た
の
が
、
補
助
金
の
廃
止
と
共
に
大
部
分
を
有
償
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
親
達
は
相
互
教

育
学
校
か
ら
子
供
を
退
学
さ
せ
て
、
代
り
に
、
県
や
市
町
村
の
補
助
金
に
よ
っ
て
無
償
就
学
生
へ
の
門
戸
を
聞
い
た
修
道
会
の
学
校
へ
子

供
を
送
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
教
会
は
前
か
ら
行
な
っ
て
い
た
相
互
教
育
学
校
か
ら
子
供
を
遠
ざ
け
る
活
動
を
強
化
し
て
い
っ
た

亡3

。
そ
の
結
果
、
相
互
教
育
学
校
の
数
は
著
る
し
く
減
少
し
て
、

八
校
で
、
生
徒
数
二
万
七
千
名
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
。

一
八
二
一
年
に
約
千
五

O
O校
で
あ
っ
た
の
が
、

一
八
二
七
年
に
は
二
五

フランスにおける教育の自由法理の形成

一
八
二
四
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
っ
て
教
会
は
、
非
聖
職
者
の
教
員
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
限
を
獲
得
し
た
が
、
教
会
に
と
っ
て

こ
れ
は
民
衆
教
育
問
題
の
最
良
の
解
決
策
で
は
な
か
っ
た
。
教
会
は
修
道
会
学
校
の
方
を
望
ま
し
く
考
え
、
各
地
で
修
道
会
学
校
の
強
化

を
は
か
っ
た
。
地
方
自
治
体
お
よ
び
政
府
は
、
相
互
教
育
学
校
へ
の
財
政
的
援
助
を
廃
止
し
た
代
り
に
、
修
道
会
学
校
へ
財
政
的
援
助
を

ふ
り
向
け
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
修
道
会
学
校
は
大
き
く
発
展
し
た
の
で
あ
る
。

〈

1
)

玄
E
O
S
U叫
チ
喜
久
門
J

ヲ
ω吋
回

復
古
王
政
末
期
に
お
け
る
民
衆
教
育
の
新
た
な
進
展
(
一
八
二
八
年
l
一
八
三

O
年
)

一
八
二
七
年
一
一
月
の
選
挙
に
よ
っ
て
ウ
ル
ト
ラ
派
が
敗
北
し
た
。
ヴ
ィ
レ

l
ル
は
辞
職
し
、
代
り
に
、
中
道
右
派
に
位
置
す
る
穏
和

北法24(1・117)117



説

王
党
派
の
マ
ル
テ
ィ
ユ
ヤ
ツ
ク

(宮山
Z
F
mロ
山
口
)
が
首
相
に
な
っ
た
o

公
教
育
は
教
会
問
題
と
分
離
さ
れ
て
、
公
教
育
大
臣
に
ヴ
ァ
テ
ィ

メ
ニ
ル
(
〈
E
-
5
2三
日
〉
が
任
命
さ
れ
た
。
ヴ
ァ
テ
ィ
メ
ニ
ル
は
司
法
官
出
身
で
、

い
わ
ば
修
道
会
側
の
代
表
と
し
て
大
臣
に
就
任
し
た

モ.b.
511日

が
、
状
況
へ
の
矛
軟
な
対
応
を
持
っ
て
い
た
。
相
互
教
育
学
校
の
母
体
で
あ
る
初
等
教
育
振
興
協
会
は
、
大
臣
に
一
八
二
四
年
の
オ
ル
ド

ナ
ン
ス
の
廃
止
を
訴
え
、
自
由
主
義
者
お
よ
び
反
ウ
ル
ト
ラ
主
党
派
の
新
聞
も
反
対
の
態
度
を
と
っ
た
。
議
会
に
も
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
反

一
八
二
八
年
一
二
月
一
二
日
に
、
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ィ
エ
・
ド
・
オ
ラ
l
ヌ

(

己

戸

〈

2
m
-
2
仏巾

Z
m
E
B
E
H巾
)
は

議
会
に
「
初
等
教
育
に
関
す
る
点
に
お
い
て
四
月
八
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
を
廃
止
す
る
よ
う
国
王
に
懇
願
す
る
こ
と
」
を
要
求
し
た
。
コ
一

対
す
る
請
願
が
出
さ
れ
た
。

月
二
九
日
に
大
巨
は
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
案
を
国
王
評
議
会
に
提
出
し
た
。

オ
ル
ド
ナ
ン
ス
案
の
主
要
な
推
進
者
は
ア
ン
ボ
ワ

l
ズ
・
ラ
ン
デ
ュ
で
あ
っ
た
。
彼
は
一
八
二

O
年
七
月
よ
り
国
王
評
議
会
の
メ
ン
パ

ー
で
あ
り
、

ウ
ル
ト
ラ
反
動
期
に
は
沈
黙
を
守
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
以
後
は
初
等
教
育
問
題
を
国
王
評
議
会
の
中
で
担
当
し
て
い
っ
た
。

ラ
ン
デ
ュ
は
小
学
校
に
つ
い
て
の
教
会
、
「
帝
国
大
学
」
、
地
方
の
名
士
の
権
限
を
再
び
調
整
す
る
よ
う
に
努
め
、
彼
自
身
主
要
な
起
草
者

の
一
人
で
あ
っ
た
一
八
一
六
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
諸
原
則
に
基
本
的
に
復
日
附
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
一
八
二
八
年
四
月

二
一
日
の
「
初
等
教
育
に
関
す
る
国
王
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
」
が
制
定
さ
れ
た
。

一
八
二
八
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
、
初
等
教
育
に
関
す
る
一
八
二
四
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
規
定
を
廃
止
し
て
、

一
八
一
六
年
の
オ
ル

ド
ナ
ン
ス
を
復
活
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
、

「
一
八
二
四
年
凹
月
八
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
八
、
九
、

一
O
お
よ
び
一
一
条
は
廃
止
さ
れ

る」

(
第
二
二
条
)
こ
と
と
し
、

「
」
初
等
教
育
に
闘
す
る
一
八
一
六
年
二
月
二
九
日
お
よ
び
一
八
二

O
年
八
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス

は
、
王
国
全
体
に
施
行
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

(
第
一
条
〉
と
し
た
の
で

カ
ト
リ
ッ
ク
学
校
に
関
し
て
は
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
O

L

あ
る
。

一
八
一
六
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
が
復
活
す
る
と
共
に
、

い
く
つ
か
の
点
に
お
い
て
修
正
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

修
正
の
第
一
点
は
、
初
等
教
育
を
監
督
し
、
奨
励
す
る
教
育
委
員
会
の
桃
成
に
つ
い
て
で
あ
る
。

一
八
一
六
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
で
は
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カ
ン
ト
ン
単
位
で
あ
っ
た
の
が
、
郡
守
口
。
ロ
門
出
血
印

2
5ロ
同
)
単
位
に
な
り
、

一
も
し
く
は
必
要
に
応
じ
て
複
数
の
委
員
会
を
設
け
る
こ
と

(
第
二
条
〉

に
な
っ
た
o

委
員
会
の
構
成
員
は
、
司
教
の
代
表
も
し
く
は
主
任
司
祭
か
ら
一
名
、
市
町
村
長
一
名
、
治
安
判
事
一
名
、
名

土
か
ら
六
名
(
司
教
、
知
事
お
よ
び
大
学
区
総
長
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
二
名
ず
つ
任
命
)
の
合
計
九
名
で
、
司
教
の
代
表
も
し
く
は
主
任
司
祭

が
委
員
会
を
主
宰
す
る
(
第
三
条
)

0

委
員
長
は
月
に
少
な
く
と
も
一
度
開
催
さ
れ
る
(
第
六
条
〉
0

委
員
長
は
毎
年
五
月
に
大
学
区
総

口
火
管
轄
に
市
町
村
の
初
等
教
育
状
態
の
報
告
書
を
提
出
す
る
(
第
八
条
)

0

修
正
の
第
二
点
は
、
小
学
校
の
直
接
の
監
督
は
一
八
一
六
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
と
同
様
に
特
別
教
育
監
督
官
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
が
、

一
八
二
八
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
そ
れ
以
外
に
「
初
等
教
育
を
段
脅
し
、
監
督
の
結
果
を
委
員
会
に
報
告
す
る
」

一
も
し
く
は
数
人
の

「
無
償
視
学
官
」

(日ロ田宮

2
2
5
m
E
Z
Z
)
を
設
け
た
(
第
七
条
)
こ
と
で
あ
る
。

ω 

修
正
の
第
三
点
は
、
限
定
的
で
は
あ
る
が
小
学
校
教
員
に
身
分
保
障
を
与
え
た
こ
と
で
あ
る
。
大
学
区
総
長
が
教
員
に
教
員
免
許
状
を

フランスにおける教育の自由t.t理の形成

交
付
し
、
許
可
を
与
え
、

ま
た
は
取
り
消
し
が
で
き
る
が
、
教
員
免
許
状
に
つ
い
て
は
、
も
し
大
学
区
総
長
が
免
許
状
を
剥
奪
し
よ
う
と

考
え
る
場
合
に
は
、
大
学
区
評
議
会
の
審
査
に
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
第
一
八
条
)

0

大
学
区
評
議
会
の
決
定
に
対
し
て
は
、
公
教

育
国
王
評
議
会
へ
提
訴
で
き
る
(
第
一
九
条
)

0

こ
れ
は
教
員
免
許
状
に
対
す
る
教
員
の
権
利
を
保
障
し
た
も
の
で
、

「
帝
国
大
学
L

の

他
の
構
成
員
に
小
学
校
教
員
を
近
づ
け
る
新
し
い
一
歩
で
あ
っ
た
。

修
正
の
第
四
点
は
、
教
会
に
与
え
た
特
権
で
あ
る
。

「
善
行
証
明
書
」
の
他
に
、
司
教
の
代
表
ま
た
は
主
任
司
祭
に
よ
っ
て
交
付
さ
れ
る
「
宗
教
教
育
証
明
書
」

(
2
2
5
2同
日

E
2
2
2
5
=

一
八
一
六
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
っ
て
教
員
免
許
状
取
得
に
要
求
さ
れ
て
い
た

円
巾

Em-2田
町
)
を
加
え
た
(
第
九
条
)
こ
と
で
あ
る
。

修
正
の
第
五
点
は
、

オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
規
定
が
男
子
小
学
校
の
み
な
ら
ず
、
女
子
小
学
校
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
女
子
小
学
校
は
そ
れ
ま
で
知
事
の
監
督
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
の
が
、
初
め
て
男
子
小
学
校
と
同
一
の
立
法
に
服
す
る
こ
と
に
な
っ
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説

た
の
で
あ
る
。

コ，&
6岡

(
1
)
 
〉
-
H
μ
J
M
ぬ

凹

血

ユ

巾

-

一

印

ω
・日】・
ω
N

一
八
二
八
年
四
月
一
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
正
文
は
、
U
5
2
m
-
2
・
告
-
2
7
H回
以
以
〈

HHF
℃
-
U

∞一

(
2〉

伶
仲
田
己
回
〈
・

第
四
郎

第
二
章
の
ま
と
め

ナ
ポ
レ
オ
ン
「
帝
国
大
学
」
に
よ
る
教
育
の
国
家
独
占
期
の
教
育
に
関
す
る
主
要
法
令
の
一
覧
表
は
〈
別
表
〉
の
通
り
で
あ
る
。

革
命
則
の
諸
公
教
育
計
画
が
多
か
れ
少
な
か
れ
教
育
の
自
由
を
基
本
原
則
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
「
帝
国
大
学
」

を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
育
の
自
由
を
否
定
し
て
、
教
育
を
国
家
的
に
独
占
す
る
と
共
に
大
学
総
長
を
頂
点
と
す
る
中
央
集
権
的

な
教
育
行
政
組
織
を
凝
立
し
た
。

執
政
政
府
則
の
一
八

O
二
年
五
月
一
日
法

ωは
、
革
命
期
の
自
由
主
義
的
教
育
体
制
か
ら
ナ
ポ
レ
オ
ン
帝
政
期
の
教
育
の
国
家
独
占
体

制
の
中
間
に
位
置
す
る
過
渡
期
的
な
体
制
で
あ
る
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
「
帝
国
大
学
」
体
制
は
、

一
八

O
六
年
五
月
一

O
日
法

ωに
よ
っ
て
そ
の
基
礎
が
置
か
れ
、

一
八

O
八
年
三
月
一
七
日
の

皇
帝
デ
ク
レ

ωに
よ
っ
て
組
織
化
さ
れ
、

「
帝
国
大
学
」
に
よ
る
教
育
の
国
家
独
占
を
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
提
案
し
た
理
由
は
、
単
一
か
つ
画
一
的
な
国
家
教
育
に
よ
っ
て
国
民
の
政

一
八

O
八
年
九
月
一
七
日
の
皇
帝
デ
ク
レ

ωに
よ
っ
て
補
完
さ
れ
て
い
る
。

治
的
、
道
徳
的
統
一
性
を
係
保
し
、
教
育
を
統
治
の
手
段
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
教
育
の
自
由
を
基
本
原
則
と
す
る
革
命
期
の
公
教

育
計
画
が
個
人
の
養
成
を
教
育
の
主
要
な
目
的
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
国
家
目
的
が
前
面
に
出
て
き
た
の
で
あ
る
。

教
育
の
国
家
独
占
は
、
私
立
学
校
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
学
校
を
「
帝
国
大
学
」
の
中
に
統
合
し
、
す
べ
て
の
学
校
の
開
設
に
大
学
総
長
の

許
可
を
必
要
と
す
る
と
共
に
、
す
べ
て
の
教
師
を
「
帝
国
大
学
」
の
構
成
員
と
し
て
そ
の
規
律
に
服
し
め
た
o

ま
た
、

「
帝
国
大
学
」
の
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管
理
組
織
は
、
皇
'
帝
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
解
職
さ
れ
る
大
学
総
長
を
頂
点
に
中
央
集
権
的
か
っ
階
層
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特

色
が
あ
る
。

初
等
、
中
等
お
よ
び
高
等
教
育
段
階
の
う
ち
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
特
に
配
慮
し
た
の
は
、

リ
セ
の
創
設
に
よ
る
中
等
教
育
の
発
展
で
あ
る
。

リ
セ
の
教
育
に
よ
っ
て
国
家
に
対
し
て
良
好
な
管
理
者
を
養
成
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

エ
リ
ュ

l
ル
教
授
の
表
現
に
し
た
が
う
と
、

「
画
一
的
な
エ
リ
ー
ト
を
創
り
出
し
、
権
力
と
経
済
を
結
び
つ
け
る
た
め
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
国
家
の
枠
の
中
に
入
ら
せ
る
こ
と
が
間

題
と
さ
れ
た
」
の
で
あ
る
o

と
こ
ろ
が
実
際
に
は
リ
セ
は
発
展
し
な
い
で
、
私
立
学
院
お
よ
び
私
立
寄
宿
学
校
の
方
が
繁
栄
し
た
。
そ
こ

一
八
一
一
年
一
一
月
一
五
日
の
デ
ク
レ
伺
は
、
リ
セ
お
よ
び
コ
レ

l
ジ
ュ
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
私
立
学
院
お
よ
び
私
立
寄
宿
学
校

で、に
対
す
る
規
制
を
加
え
た
の
で
あ
る
。

tコ

復
古
王
政
期
に
お
い
て
も
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
教
育
独
占
体
制
が
維
持
さ
れ
た
が
、
そ
の
意
味
内
容
は
大
き
く
変
化
し
た
。

ロ
パ
デ
i
ル
教

フランスにおける教育の自由法理の形成

授
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
第
一
帝
政
期
の
「
国
家
の
利
益
の
た
め
の
独
占
」
か
ら
、
復
古
王
政
期
の
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
利
益
の
た
め
の

一
八
一
六
年
二
月
二
九
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
仰
は
、

主
任
司
祭
が
小
学
校
を
直
接
監
督
す
る
カ
ン
ト
ン

独
占
」

へ
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

教
育
委
員
会
お
よ
び
特
別
教
育
監
将
官
に
重
要
な
位
置
を
占
め
、

か
っ
、
小
学
校
教
員
の
資
格
に
必
要
な
「
善
行
証
明
書
」
を
交
付
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
初
等
教
育
に
対
す
る
教
会
の
影
響
力
を
増
大
さ
せ
た
。
し
か
し
教
会
は
こ
れ
に
満
足
す
る
こ
と
な
く
、
教
会
に
民
衆
の

キ
リ
ス
ト
教
教
育
を
委
ね
る
こ
と
を
望
ん
だ
。

ウ
ル
ト
ラ
反
動
期
の
一
八
二
四
年
四
月
八
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
仰
は
、
小
学
校
を
教
会
の
完
全
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
置
い
た
。

「
帝
国
大
学
」
当
局
は
教
員
の
職
業
的
能
力
を
審
査
す
る
権
限
し
か
有
し
な
く
な
っ
た
。
初
等
教
育
は
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
下
に
逆

戻
り
し
、
小
学
校
教
員
の
地
位
は
司
祭
の
従
順
な
補
助
者
に
な
っ
た
。

ウ
ル
ト
ラ
派
の
敗
北
の
後
一
八
二
八
年
四
月
二
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
仰
は
、

一
八
二
四
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
規
定
を
廃
止
し
て
、
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監
督
官
の
他
に
無
償
視
学
官
が
加
わ
り
、
教
員
の
「
善
行
証
明
記
」
に
「
宗
教
教
育
証
明
書
」
が
加
わ
っ
た
点
に
お
い
て
、

基
本
的
に
は
一
八
二
ハ
年
の
オ
ル
ト
ナ
ン
ス
に
復
帰
し
た
。
た
だ
し
、
教
育
委
員
会
が
カ
ン
ト
ン
単
位
か
ら
郡
単
位
に
な
り
、
特
別
教
育

一
八
一
六
年

説きA
m/U 

の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
を
修
正
し
た
。

こ
の
よ
う
な
国
家
お
よ
び
教
会
に
よ
る
教
育
の
独
占
に
対
し
て
、
自
由
主
義
者
か
ら
教
育
の
自
由
が
要
求
さ
れ
、
次
の
時
期
に
お
い
て

教
育
の
国
家
独
占
体
制
、
か
崩
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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フラ γスにおける教育の自由法理の形成仁)

く別表〉

ナポレオン「帝国大学Jによる教育の国家独占期における

主要法令一覧表

く執政政府期> (1799年 11 月 ~1804年 5 月〕

(1) 1802年 5月 1日の「公教育の|川 市町村立小学校，市町村立ないし私立中学校，リ

組織に関する法律J セ，専門学校による公教育の組織 (ロl小学校教育

の義務性および無償性の否定川市町村長および

市町村評議会による小学校教員の選任 (ニ) 中学校

の開設に対する政府の許可と知事の監督

く第一帝政期> (1804年 5 月 ~1814年 4 月〉

(2) 1806年 5月10日の「教師団の I(1) ーの教師団が公教育を排他的に担当 (ロl教師団

形成に関する法律J 構成員の義務同教師団の組織を1810年の立法期

に法律により制定

(3) 1808年3月17日の「大学の組 1(1) I帝国大学」による教育の国家独占 (ロl小学校

織に関するデクレ」

(4) 1808年9月17日の「帝国大学

の規則を内容とするデグレ」

による初等教育，私立寄宿学校，私立学院， コレー

ジュ， リセによる中等教育，大学学部による高等教

育 (ハ) 中央集権的教育行政組識(大学総長，大学

書記官，大学財務官，大学評議会，大学総視学官に

よる中央行政，および大学区総長，大学区評議会，

大学区視学官による大学区行政〕 供l教育の基礎

としての「カトリック宗教の教え」および「ナポレ

オン王朝への忠、誠材教育方法の商ー化

(5) 1811年11月15日の「大学体制 l附私立学院および私立寄宿学校の規制(ロ)小*f/!学

に関するデクレJ 校(中等教会学校〕の「帝国大学」への組み入れ

く復古王政期> (1814年 5 月 ~1830年 7 月〉

(6) 1816年2月29日の「各カント I(1) 小学校を監督する機関としてのカントン教育委員

ンにおいて，初等教育を監督| 会および特別教育監督官の設置 (ロ) 市町村の小学

し，奨励するための無償・慈善! 校開設および生活困窮者への無償教育義務川小

委員会を構成することを内容と| 学校教員の資格基準の明確化(I善行証明書」おょ

する国王オノレドナンスJ び「教員免許状J) 

(7) 1824年4月8日の「公教育上 1fイlカトリック教会による小学校の完全なコントロー

級管理，コレージュ，私立学院， 1 ノレ 恒II帝国大学」当局の教員の職業的能))審if.権

私立寄宿学校および小学校に関|の維持

する国王オノレドナンス」

jヒ法24(1・123)123



論説

(8) 1828年4月21日の「初等教育|川 初等教育に関する1824年のオノレドナンスの廃止と

に関する国王オノレドナンス」 1816年のオノレドナンスの基本的な復活 (ロl教育委

員会を郡単位へい)特別教育監督官の他に無償視

学官を加えること (ニ) r善行証明書」の他に「宗

教教育証明書」を加えること 同女子小学校にも

オノレドナンスを適用

北法24(1・124)124


